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はじめに

名古屋市では、男女共同参画社会の実現のために、女性と男性の平等とあらゆる分野への参画を
推進することによって、安心して暮らせる活気のあるまち、なごやをつくることを決意し、平成
14年 4月に「男女平等参画推進なごや条例」を制定しました。
この条例の目的を達成するため、条例第 8条に基づく平等参画の推進に関する基本的な計画と
して、令和 3年 3月に「男女平等参画基本計画 2025」（令和 3年度～令和 7年度）を策定しました。
本書は、基本計画 2025 の計画 3年目である令和 5年度に取り組んだ施策の実施状況、名古屋
市における男女平等参画の状況をまとめたものです。
男女平等参画は、行政の努力はもちろん、市民、団体、企業、関係機関の皆様のご理解とそれぞ
れの分野での主体的取り組み、連携があって達成されるものです。今後も引き続き、この基本計画
の着実な推進を図ってまいりますので、皆様方の一層のご理解とご協力をお願いいたします。

令和 7年 1月
名古屋市スポーツ市民局
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名古屋市では、男女共同参画社会の実現をめざすため、平成 7 年 3 月に「男女共同参画
プランなごや」を策定し、その後も後継計画によりその推進を図ってきました。

平成 28 年 3 月に「名古屋市男女平等参画基本計画 2020」（以下「基本計画 2020」という。）
を策定し、計画期間が令和 2 年度で満了することから、令和 2 年 2 月に、名古屋市男女平
等参画審議会に対し、男女平等参画の推進に関する基本計画に位置づける、次期「男女平
等参画基本計画」の策定に向けた基本的な方向性及び取り組むべき施策等について諮問し、
令和 2 年 11 月に、同審議会から答申を受けました。また、令和元年度には、市民の男女
平等に関する意識や生活実態などの経年変化を総合的にとらえ、新たな計画策定の基礎資
料とするため、「第 9 回男女平等参画に関する基礎調査」（以下「基礎調査」という。）を
実施しました。

この答申や基礎調査等を踏まえて、「名古屋市男女平等参画基本計画 2025」（以下「基
本計画 2025」という。）を策定しました。

（１）目的及び基本理念

基本計画 2025 は、男女共同参画社会基本法（平成 11 年施行。以下「基本法」という。）
に掲げられている「男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかか
わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現」を目
的として、男女平等参画推進なごや条例（平成 14 年施行。以下「条例」という。）に掲げ
る基本理念にのっとり、男女平等参画に関する推進施策を総合的かつ計画的に推進するた
めに策定したものです。

男女平等参画推進なごや条例に定める６つの基本理念（同条例第 2 条から抜粋）
① 女性と男性の人権を尊重すること
② 企業や自治会等すべての団体の方針の立案、決定に女性と男性が平等に参

画すること
③ 固定的な性別役割分担意識や制度・慣習等で、社会活動の多様な選択が妨

げられないこと
④ 女性と男性が、相互の協力と社会の支援のもとに、家庭生活での活動と職

場や学校、地域等での活動が両立できること
⑤ 女性と男性が、お互いの性を理解し、妊娠・出産等に関して当事者の意見

が尊重され、生涯にわたって健康に生活できること
⑥ 国際的な取組を理解し、協調を図ること

１　策定の経緯

２　基本的な考え方

Ⅰ　基本計画２０２５の概要



4

（２）計画の位置づけ

▶ 条例第 8 条において、定めなければならないと規定されている「男女平等参画の推
進に関する基本計画」

▶ 基本法第 14 条第 3 項において、定めるよう努めることと規定されている「市町村男
女共同参画計画」

▶ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第 6 条第 22 項（平成 27 年施行。
以下「女性活躍推進法」という。）において、定めるよう努めることと規定されてい
る「市町村推進計画」（基本計画 2025 における目標 3 から目標 5）

（３）計画期間

令和 3（2021）年度から令和 7（2025）年度（5 年間）
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基礎調査の結果では、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という性別役割分担に反
対する人が賛成する人を上回り、市民の意識の変革が進みつつありますが、全国平均と比
べると反対の人の割合が低く、性別役割分担意識がまだ残っていると考えられます。意識
変革の遅れが DV 被害や労働における男女格差、女性ゆえ男性ゆえの生きづらさを生み
出していると思われます。また、さまざまな場面での方針決定過程への女性の参画は徐々
に進んできているものの、対等な関係性の構築には至っていません。そのため、基本計画
2025 においても基本的な方向性として、基本計画 2020 の体系をおおむね継続していくも
のと考え、基本計画 2025 では次の 5 つの目標とします。

【5つの目標】
目標１　性別にかかわる人権の尊重
目標２　男女平等参画推進のための意識変革
目標３　方針決定過程への女性の参画拡大
目標４　雇用等における女性の活躍とワーク・ライフ・バランスの推進
目標５　家庭・地域における男女平等参画の促進

３　基本計画の目標



6

目標 1　性別にかかわる人権の尊重

方 

針

①	性別にかかわる人権侵害の解消に向けた啓発
②	配偶者や交際相手からの暴力の予防啓発
③	配偶者や交際相手等からの暴力の被害者支援
④	性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）の尊重と生
涯を通じた女性の健康支援

⑤	メディア社会における性別にかかわる人権侵害の解消に向けた啓発
⑥	様々な困難を抱える人々（貧困、ひとり親、障害、同和問題（部落差別）、外国人等）
への支援

⑦	多様な生き方（ひとり親、事実婚、単身世帯、性的少数者（セクシュアル・マ
イノリティ）等）への理解促進

目標 2　男女平等参画推進のための意識変革

方 

針

⑧	性別による固定的な役割分担意識の解消に向けた啓発
⑨	学校等における男女平等参画に向けた教育・学習の推進
⑩	地域・家庭における男女平等参画に向けた学習の推進
⑪	男女平等参画推進のための調査研究及び情報収集・提供

目標 3　方針決定過程への女性の参画拡大

方 
針

⑫	市政等における女性の方針決定過程への登用推進
⑬	地域社会における女性の方針決定過程への参画拡大
⑭	企業における女性の方針決定過程への参画拡大

目標 4　雇用等における女性の活躍とワーク・ライフ・バランスの推進

方 

針

⑮	雇用主及び労働者（管理職、従業員等）への男女平等に向けた啓発
⑯	働く場における女性の活躍推進
⑰	ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に向けた家庭生活への支援
⑱	仕事と子育て・介護との両立支援に向けた事業者への支援

目標 5　家庭・地域における男女平等参画の促進

方 

針

⑲	男性の家事・育児・介護等への参画促進
⑳	地域活動における男女平等参画の促進
㉑	高齢期における男女の就業・社会参画支援
㉒	防災における男女平等参画の促進

４　基本計画の体系
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○名古屋市総合計画 2023 
○配偶者からの暴⼒防⽌及び被害者⽀援 

基本計画（第４次） 
○なごや人権施策基本方針 
○なごや子ども・子育てわくわくプラン 2024 
 等 

＜計画の体系＞ 

目標１ 性別にかかわる人権の尊重 

目標２ 男⼥平等参画推進のための意識変⾰ 

目標３ 方針決定過程への⼥性の参画拡大 

目標４ 雇用等における⼥性の活躍と 
    ワーク・ライフ・バランスの推進 

目標５ 家庭・地域における男⼥平等参画の促進 
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男女共同参画社会の実現 

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かちあい、 

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会 

５目標 

５５  基基本本計計画画のの全全体体像像 

２２方針 

８１事業 

男⼥平等参画推進なごや条例 

他関連計画と整合を図る 

男⼥平等参画推進協議会に
よる全庁的な取組の推進 

＜計画の推進体制＞ 

男⼥平等参画推進会議の
体制強化 

拠点施設としての機能充
実(男⼥平等参画推進セン
ター) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○名古屋市総合計画 2023 
○配偶者からの暴⼒防⽌及び被害者⽀援 

基本計画（第４次） 
○なごや人権施策基本方針 
○なごや子ども・子育てわくわくプラン 2024 
 等 

＜計画の体系＞ 

目標１ 性別にかかわる人権の尊重 

目標２ 男⼥平等参画推進のための意識変⾰ 

目標３ 方針決定過程への⼥性の参画拡大 

目標４ 雇用等における⼥性の活躍と 
    ワーク・ライフ・バランスの推進 

目標５ 家庭・地域における男⼥平等参画の促進 

男女平等参画基本計画２０２５ 

男女共同参画社会の実現 

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かちあい、 

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会 

５目標 

５５  基基本本計計画画のの全全体体像像 

２２方針 

８１事業 

男⼥平等参画推進なごや条例 

他関連計画と整合を図る 

男⼥平等参画推進協議会に
よる全庁的な取組の推進 

＜計画の推進体制＞ 

男⼥平等参画推進会議の
体制強化 

拠点施設としての機能充
実(男⼥平等参画推進セン
ター) 

５　基本計画の全体像



8

（１）推進体制の強化
男女平等参画施策の推進機関である副市長をトップとした「男女平等参画推進協議会」

において、施策の推進に向けた全庁的な取組を図ります。
また、さまざまな分野の市民や団体から構成される「男女平等参画推進会議（イコール

なごや）」において、平成 29 年度に行政・企業・大学等が課題を共有し、目標を定め、そ
れぞれが主体的に解決策に取り組み、さらに推進会議でその効果検証を行うことで取組の
改善につなげる仕組みである「名古屋モデル」を構築し、連携を図りながら男女平等参画
を推進しています。

今後も計画の実効性の確保に向けて、市民、事業者、団体等それぞれの主体的かつ積極
的な推進とともに、これまで以上に互いの連携体制を強化した取組を重ねていきます。

（２）拠点施設としての機能拡充
男女平等参画施策の推進拠点として、平成 15 年に男女平等参画推進センターを開設し、

情報提供・交流事業・講座や相談事業等を総合的に実施しています。平成 26 年度には男
女平等参画と女性教育にかかる事業及び運営を一体的に行うために女性会館へ移転し、

「イーブルなごや」という共通愛称のもとさまざまな連携した取組を効果的に実施してい
ます。

今後も定期講座や市民交流事業の開催などを通じて若年層も含めた幅広い市民や、市民
団体等の利用・交流につなげていくことが、男女共同参画社会の実現に大きく寄与してい
くものと考えます。男女平等参画推進センターにおける事業展開にあたっては、女性会館
等と連携した実効性ある充実した事業実施に努め、拠点機能の充実を図ります。

６　基本計画の推進体制
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（１）成果指標の設定
計画の推進状況を把握するため、目標ごとに成果指標とその目標値を設け、できる限り

毎年度成果指標の達成状況を把握します。
また、掲載事業についても、毎年度実施状況を把握します。

（２）年次報告の公表と進捗状況の評価
条例第 9 条に基づき、毎年度、男女平等参画の推進状況、推進施策の実施状況等を明ら

かにした報告書を作成し、公表します。
あわせて、公表後、市民及び事業者の意見を反映させた評価を行い、その結果を推進施

策に反映するよう努めます。

（３）男女平等参画審議会による調査審議
条例第 22 条に基づく市長の附属機関として、市長の諮問に応じて、基本計画及び平等

参画の推進に関する重要事項について調査審議します。
また、推進施策の実施状況、成果指標の達成状況等について、計画の推進状況を評価し、

必要に応じて、市長に対して意見を述べます。

７　基本計画の進行管理・評価
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Ⅱ　令和５年度事業実績

１　男女平等参画基本計画 2025 成果指標の状況

２　男女平等参画審議会からの意見

３　事業実績

　　目標１　性別にかかわる人権の尊重

　　目標２　男女平等参画推進のための意識変革

　　目標３　方針決定過程への女性の参画拡大

　　目標４　雇用等における女性の活躍と
　　　　　　ワーク・ライフ・バランスの推進

　　目標５　家庭・地域における男女平等参画の促進
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目標１　性別にかかわる人権の尊重
成果指標 計画策定時 目標値 現状値

「デートDV」という言葉の認知度
43.9%

（R元年度）
55%

（R6年度）
43.9%

（R元年度）

がん検診受診率（①子宮がん・②乳がん）
①59.0%
②49.0%

（R元年度）

①65%
②55%

（R7年度）

①65.6%
②52.5%

（R5年度）

「性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）」という言葉の認知度
65.5%

（R元年度）
75%

（R6年度）
65.5%

（R元年度）

目標２　男女平等参画推進のための意識変革
成果指標 計画策定時 目標値 現状値

男女の地位が平等と感じる市民の割合（社会全体）
19.2%

（R元年度）
23%

（R7年度）
17.5%

（R5年度）

目標３　方針決定過程への女性の参画拡大
成果指標 計画策定時 目標値 現状値

市の審議会等への女性委員の登用率
34.9%

（R2年4月）

40%以上
60%以下

（R7年度）

35.8%
（R6年4月）

市職員の女性管理職員の割合（全職種）
14.2%

（R2年4月）
15%

（R7年4月）
14.6%

（R6年4月）

市立小中特別支援学校の校長・教頭に占める女性の割合
16.4%

（R2年4月）
19%

（R7年4月）
19.2%

（R6年4月）

目標４　雇用等における女性の活躍とワーク・ライフ・バランスの推進
成果指標 計画策定時 目標値 現状値

仕事と生活のバランスが希望どおりであると思う市民の割合
39.3％

（R元年度）
41%

（R7年度）
37.4%

（R5年度）

女性の活躍推進企業認定・認証数
155社

（R元年度）
210社

（R7年度）
241社

（R6年4月）

子育て支援企業認定数
213社

（R元年度）
230社

（R7年度）
264社

（R5年度）

ワーク・ライフ・バランス推進企業認証企業数
178社

（R元年度）
210社

（R7年度）
275社

（R5年度）

市男性職員の育児休業取得率
15.9%

（R元年度）
50%

（R6年度）
59.3％

（R5年度）

目標５　家庭・地域における男女平等参画の促進
成果指標 計画策定時 目標値 現状値

平日1時間以上家事を行う有職男性の割合
24.9%

（R元年度）
40%

（R6年度）
24.9%

（R元年度）

地域活動の委員（区政協力委員・災害対策委員）の女性比率
18.1%

（R2年度）
21.5%

（R7年度）
20.9％

（R6年度）

名古屋が子育てしやすいまちだと思う人の割合
82.9%

（R元年度）
84%

（R7年度）
80.2%

（R5年度）

ⅡⅡ 令令和和５５年年度度事事業業実実績績

１１ 男男女女平平等等参参画画基基本本計計画画22002255 成成果果指指標標のの状状況況１　男女平等参画基本計画 2025　成果指標の状況

Ⅱ　令和５年度事業実績
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２　「男女平等参画基本計画 2025」令和 3～ 5年度の推進状況の
　　評価に関する男女平等参画審議会からの意見

 

 

 

   

名古屋市は、令和 3 年 3 月に策定した「男女平等参画基本計画 2025」（計画期間：令和 3 年度か

ら令和 7 年度)に基づき、市民の誰もが性別にかかわりなく安心して豊かに暮らせる社会の実現を

めざして男女平等参画施策を推進しています。 

基本計画 2025 の計画期間が中間地点を折り返したことから、次の男女平等参画にかかる基本計

画の策定に向け、基本計画 2025 に基づく令和 3 年度から令和 5 年度の名古屋市の取組みについて

名古屋市男女平等参画審議会において中間評価を行いましたので、以下の意見を表します。 

 

 

目目標標ごごととのの評評価価にに関関すするる意意見見  

    目目標標１１  性性別別ににかかかかわわるる人人権権のの尊尊重重  

成果指標 計画策定時 R3 年度 R4 年度 R5 年度 目標値 

「デート DV」という言葉の

認知度 
43.9% 

(R 元年度) 
― ― ― 

55% 
(R6 年度) 

がん検診受診率 

（①子宮がん・②乳がん） 

①59.0% 

②49.0% 
(R 元年度) 

①60.9% 

②46.7% 
(R3 年度) 

①64.4% 

②51.6% 
(R4 年度) 

①65.6% 

②52.5% 
(R5 年度) 

①65% 

②55% 
(R7 年度) 

「性的少数者（セクシュア

ル・マイノリティ）」という

言葉の認知度 

65.5% 
(R 元年度) 

― ― ― 
75% 

(R6 年度) 

  

  

【【目目標標１１にに関関すするる審審議議会会かかららのの意意見見】】  

「デートＤＶ」や「性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）」という言葉は浸透し

てきているが、人権尊重に関わる重要な事柄であるため、引き続き啓発に取り組むこと

が求められる。 

 

・デートＤＶについては、若年層のみならず、教育、相談相手といった役割を担う世代

も含め、幅広く啓発を行うことが重要である。 

・ＤＶについては、パートナーだけでなく、子どもも被害を受けるという視点を持って

取り組むことが重要である。 

・子宮がん（子宮頸がん含む）や乳がんについては、教育の場などで啓発を進めると受

診率向上に資すると考えられる。また、がん検診についてはクーポン配付等の取組み

は評価できるが、時間に余裕がなく受診できないといった層への対策が必要である。 

  

    

２２  「「男男女女平平等等参参画画基基本本計計画画 22002255」」令令和和 33～～55 年年度度のの推推進進状状況況のの  

評評価価にに関関すするる男男女女平平等等参参画画審審議議会会かかららのの意意見見 
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    目目標標２２  男男女女平平等等参参画画推推進進ののたためめのの意意識識変変革革  

成果指標 計画策定時 R3 年度 R4 年度 R5 年度 目標値 

男女の地位が平等と感じる

市民の割合（社会全体） 

19.2% 
(R 元年度) 

15.2% 
(R3 年度) 

15.6% 
(R4 年度) 

17.5% 
(R5 年度) 

23% 
(R7 年度) 

  

  

【【目目標標２２にに関関すするる審審議議会会かかららのの意意見見】】  

男女の地位が平等と感じるかどうかについては、平等の基準が以前より上がっていた

り、主体性を持って回答する市民が増えたことにより、結果的に数値が下がるという可

能性も考えられ、市民の意識が急に変化することはないが、男女平等の実現に向けて、

地道な啓発が求められる。 

 

・ジェンダーの問題は、女性だけ、男性だけの問題ではないということを念頭に啓発を

行うことが重要である。 

・性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）を背景とした、配慮のよう

な好意的な性差別が、女性の活躍の機会を狭めたり、男女平等意識に影響を及ぼした

りしている可能性を踏まえて啓発を行うことが求められる。 

・ポジティブ・アクションの取組みが必要とされる背景として、現在の社会に男女の格

差があるということを伝えていくことが重要である。 

・講座等の参加者に占める男性の割合が少ないことなどを踏まえ、必要な層に啓発を届

けるための工夫が必要である。 

 

※ポジティブ・アクションとは…一義的に定義することは困難だが、一般的には、社会

的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範囲で特別の機会

を提供することなどにより、実質的な機会均等を実現することを目的として講じる暫

定的な措置のことをいう。 
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目目標標ごごととのの評評価価にに関関すするる意意見見  

    目目標標３３  方方針針決決定定過過程程へへのの女女性性のの参参画画拡拡大大  

成果指標 計画策定時 R3 年度 R4 年度 R5 年度 目標値 

市の審議会等への女性委員

の登用率 
34.9% 

(R2 年 4 月) 

35.5% 
(R4 年 4 月) 

35.2% 
(R5 年 4 月) 

35.8％ 
(R6 年 4 月) 

40%以上 

60%以下 

(R7 年度) 

市職員の女性管理職員の割

合（全職種） 
14.2% 

（R2 年 4 月） 

14.3% 
(R4 年 4 月) 

14.5% 
(R5 年 4 月) 

14.6% 
(R6 年 4 月) 

15% 
(R7 年 4 月) 

市立小中特別支援学校の校

長・教頭に占める女性の割合 
16.4% 

(R2 年 4 月) 

18.3% 
(R4 年 4 月) 

18.8% 
(R5 年 4 月) 

19.2% 
(R6 年 4 月) 

19% 
(R7 年 4 月) 

  

 

【【目目標標３３にに関関すするる審審議議会会かかららのの意意見見】】  

目標値を達成している成果指標については、これまでの取組みが数字として現れてい

ることだと評価する。審議会等の女性委員の登用率については、長期間にわたり伸び悩

んでいることから、より登用率を向上させていくための対策の検討が求められる。 

 

・審議会等への女性委員登用について、学識経験者や団体の長など以外にも、新たな視

点で女性の委員候補の開拓や、充て職や長の役職にこだわらずに委員に推薦するとい

った意識改革を行うことが必要である。 

・出産や育児を機にキャリアが停滞してしまい思うように活躍できない、いわゆる「マ

ミートラック」の問題がある。出産や育児を経た女性が活躍できないことを組織の中

で容認することがないよう、意識の面でも対策をしていく必要がある。 
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    目目標標４４  雇雇用用等等ににおおけけるる女女性性のの活活躍躍ととワワーークク・・ラライイフフ・・ババラランンススのの推推進進  

成果指標 計画策定時 R3 年度 R4 年度 R5 年度 目標値 

仕事と生活のバランスが希

望どおりであると思う市民

の割合 

39.3％ 
(R 元年度) 

37.0% 
(R3 年度) 

36.5% 
(R4 年度) 

37.4% 
(R5 年度) 

41% 
(R7 年度) 

女性の活躍推進企業認定・認

証数 
155 社 

(R2 年 3 月) 

202 社 
(R4 年 4 月) 

225 社 
(R5 年 4 月) 

241 社 
(R6 年 4 月) 

210 社 
(R7 年度) 

子育て支援企業認定数 
213 社 

(R2 年 3 月) 

237 社 
(R4 年 4 月) 

252 社 
(R5 年 4 月) 

264 社 
(R6 年 4 月) 

230 社 
(R7 年度) 

ワーク・ライフ・バランス推

進企業認証企業数 
178 社 

(R2 年 3 月) 

206 社 
(R4 年 4 月) 

244 社 
(R5 年 4 月) 

275 社 
(R6 年 4 月) 

210 社 
(R7 年度) 

市男性職員の育児休業取得

率（※） 

15.9% 
(R 元年度) 

32.9％ 
(R3 年度) 

48.3％ 
(R4 年度) 

59.3％ 
(R5 年度) 

50% 
(R6 年度) 

（※）次の①～③により、週休日を除き 20 日以上取得した場合（連続である必要はない） 

「①育児休業、②産前 8週・産後 8週の間で職務専念義務免除等、③ ①及び②の組み合わせ」 

 

 

【【目目標標４４にに関関すするる審審議議会会かかららのの意意見見】】  

各種認定制度の企業数の成果指標は目標を達成している一方で、「仕事と生活のバラン

スが希望どおりであると思う市民の割合」は下がっており、企業の方針や取組みが従業

員個人の実感に繋がっていないと考えられることから、施策の実効性を高めることが求

められる。 

 

・各種認定制度について、企業がインセンティブのために認定等を取得すること自体が

目的となってしまうことのないよう、認定後の取組みを追っていくことや、人材獲得

や従業員のモチベーション向上に繋がった等の好事例を広く紹介することが重要であ

る。また、他の企業にも取組みを広げていくことが求められる。 

・ワーク・ライフ・バランスのためには、男性も子育てや家事に参画することができる

環境づくりに向け、企業の働き方改革も重要である。 

・市男性職員の育児休業取得率は増加しており、諸策が奏功していると思われるが、取

得期間についても男女の差を是正していくことが求められる。 

・男性の育児休業取得について、取組みや取得の実例を他の企業も含め広く周知するこ

とで、機運を高めていくことが重要である。 
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    目目標標５５  家家庭庭・・地地域域ににおおけけるる男男女女平平等等参参画画のの促促進進  

成果指標 計画策定時 R3 年度 R4 年度 R5 年度 目標値 

平日 1 時間以上家事を行う

有職男性の割合 
24.9% 

(R 元年度) 
― ― ― 

40% 
(R6 年度) 

地域活動の委員（区政協力委

員・災害対策委員）の女性比

率 

18.1% 
(R2 年度) 

― 
19.2% 

(R4 年度) 
― 

21.5% 
(R7 年度) 

名古屋が子育てしやすいま

ちだと思う人の割合 
82.9% 

(R 元年度) 

80.7% 
(R3 年度) 

81.3% 
(R4 年度) 

80.2% 
(R5 年度) 

84% 
(R7 年度) 

  

  

【【目目標標５５にに関関すするる審審議議会会かかららのの意意見見】】  

名古屋市の子育て支援は充実してきたが、市民の情報の取得方法が急速に変化してい

ることを踏まえ、施策についての情報が必要な市民に届くよう、情報提供方法の工夫が

求められる。 

 

・区政協力委員・災害対策委員などの地域活動の委員について、委員によって男女の割

合の偏りが見られるため、固定的な性別役割分担の解消を図っていく必要がある。 

・子育てについては、いわゆる「小 1 の壁」などの課題があり、解決のためには子育て

に関するサービスの充実だけでなく、企業の働き方改革も必要であることから、育児

等の家庭での役割は男女ともに担っているということを社会全体が認識していく必要

がある。 
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計計画画全全体体にに係係るる意意見見  

【【計計画画全全体体にに関関すするる審審議議会会かかららのの意意見見】】  

目標達成のために幅広い事業が行われているが、成果指標の達成度合いに関しては十

分とは言い難く、事業の見直しや強化も検討すべきである。また、より効率的・効果的

に事業を進めていくため、関係機関等と連携していくことが求められる。 

また、男性の育児休業取得率が 30.1％（令和 5年度厚生労働省調べ）になるなど、社

会の状況が変化している部分もある。世代によってワーク・ライフ・バランスについて

の考え方は様々であることや、ライフスタイル、結婚観、家族観が多様化していること

を前提として、様々な施策を検討することが求められる。 
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＜目標１＞性別にかかわる人権の尊重 

１—① 性別にかかわる人権侵害の解消に向けた啓発 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

1 男女の人権を

尊重するため

の啓発事業 

○男女の人権が尊重され、暴力を許さない社会づくりをすすめるための

事業を実施 

定期講座「マインドフルネス体験講座」始め 

・講座数：6 講座 8 回 

・参加者：291 人（女性 250 人、男性 21 人、不明・その他 20 人） 

8 回 

291 人 

講座等の実施 

男女平等参画推進センター 

13 回 

女性会館 3 回 

生涯学習センター 

8 回 

人権啓発センターにおける 

講座や展示等の啓発の実施 

スポーツ市民局 

○なごや人権啓発センター（ソレイユプラザなごや）において男女の人

権を始めとして様々な人権分野に関する啓発を実施 

実施 スポーツ市民局 

○講座、事業等の開催（女性会館） 

 主催講座事業 

  男女共同参画社会の実現に向けて、女性のエンパワーメントにつな 

がる学習機会を提供 

また、生涯学習者の一人として自分らしく生きるために、生活の中 

の課題をさぐりながらその課題を認識するとともに、課題解決に向け 

て、主体的な力を身につけるための系統的・継続的な自主学習につな 

がる契機として講座を開催 

 主催講座 

 「こころのメール～障がいのある女性とともに～」（全 4 回） 

 ・開催日：令和 5 年 5 月 24 日（水）～令和 5 年 6 月 28 日（水） 

 ・講師：名古屋市教育委員会社会教育主事他 

 ・学習者：女性 10 人 

 「母との二人三脚で歩んだオリンピックへの道～交通事故被害者の実 

録３０年～」 

 ・開催日：令和 5 年 9 月 23 日（土・祝） 

 ・講師：アーティスティックスイミング元日本代表 石黒 由美子 

 ・学習者：女性 25 人 男性 17 人 

 「思い込みかも…気づいたときが自分を振り返るチャンスです！」 

（全 5 回） 

 ・開催日：令和 6 年 1 月 23 日（火）～3 月 5 日（火） 

 ・講師：愛知大学教授 土屋 葉 他 

 ・学習者：女性 10 人 男性 3 人 

3 講座 

65 人 

延べ 118 人 

教育委員会 

○講座、事業等の開催（各区生涯学習センター） 講座等事業数 10 教育委員会 

2 女性のための

総合相談 

（電話・面接・

専門相談等） 

【重点】 

○イーブルなごや相談室「女性のための総合相談」の実施 

 ・総合相談窓口（イーブルなごや相談室）の運営 

   男女平等参画推進センターにおいて、ドメスティックバイオレン 

スにも対応する、女性のための相談窓口を運営 

 個別相談件数：3,678 件（うち DV905 件） 

 ・電話相談：3,218 件 

 ・相談時間：月火金土日 10 時～16 時 

        水のみ 10 時～13 時 18 時～20 時 

 ・面接相談：307 件 

       電話で相談ののち、必要に応じて実施 

 ・専門相談：87 件 

  法律相談：女性への人権侵害相談（金曜日） 

        女性弁護士による一般相談（土曜日） 

  ・こころとからだの相談 

精神科医などによる相談（月 1 回程度） 

  カウンセリング事業（臨床心理士によるからだに働きかけるトラウ 

マケア） 

  ・女性のための LINE 相談：66 件（8 月～10 月 計 36 回試行的に 

実施） 

      

個別相談件数 

3,678 件 

相談の実施 

個別相談件数 

3,801 件 

スポーツ市民局 

○イーブルなごや相談室専門相談員の研修（相談員のメンタルケア対策 

を含む）を実施 

8 回 スポーツ市民局 

○相談窓口の周知 実施 スポーツ市民局 

○女性のつながりサポート事業「イーブルーム」の実施 

困難や不安を抱える女性を対象に、安心して過ごせる居場所などを 

提供する「イーブルーム」（女性のつながりサポート事業）を実施 

・安心して過ごせる居場所の提供 

期間：令和 5 年 6 月 30 日（金）～令和 6 年 3 月 1 日（金） 

居場所の提供 

34 回 延べ 778 人 

プチ相談 

135 回 

面接相談（対面） 

3 回 

イベント 

対面 15 回 延べ 172 人 

オンライン 5 回 延べ 40 人 

スポーツ市民局 

3 男性のための

相談事業 

○名古屋市男性相談の実施  

・電話相談 

 相談時間 毎週水曜日 18 時から 20 時、 

      第 4 日曜日 10 時から正午 

・面接相談 

 相談時間 第 4 木曜日 18 時から 20 時 

 （電話で相談ののち、必要に応じて実施） 

相談件数 

165 件 

相談の実施 

相談件数 152 件 

スポーツ市民局 

３３  事事業業実実績績 ３　事業実績
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4 セ ク シ ュ ア

ル・ハラスメ

ント等の防止

対策 

○職員向け意識啓発の実施 

 職員はセクシュアル・ハラスメント等を行ってはならない旨を記し

たセクシュアル・ハラスメント等の防止に関する規程のもと、研修・

講演会や会議等の機会を捉え、ハラスメントの防止に向けた職員の意

識啓発等を実施 

・ハラスメント講演会 

 開催日：令和５年１２月１３日（水） 

 対 象：係員（再任用職員、会計年度任用職員含む） 

ハラスメント講演会 

１７３人 

研修等の実施 

企業 2 回 

職員向け意識啓発の実施 

総務局 

○企業向け研修の実施（男女平等参画推進センター） 

 ・講座数：3 回 

 ・参加者：109 人（女性 42 人、男性 65 人、その他 2 人） 

3 回 

109 人 

スポーツ市民局 

○市立大学におけるセクシュアル・ハラスメントを含めたハラスメント 

防止対策 

○法人全体を対象とした研修会の実施 

・ハラスメント対策委員・相談員向け研修（オンライン） 

 令和 5 年 6 月 2 日（金） 

 受講者 36 名 

・係長級職員向けハラスメント研修（e ラーニング） 

 令和 5 年 7 月 10 日（月）～8 月 31 日（木） 

 受講者 73 名 

・新任係長・課長ハラスメント研修（グループワーク） 

 令和 5 年 9 月 13 日（水）、14（木）、25（月） 

 受講者 73 名 

・所属別ハラスメント研修会（メールにて資料配布、各所属内で実施） 

 令和 5 年 10 月 2 日（月）～11 月 30 日（木） 

 受講者 3,956 名（対面研修 2,447 人、自主研修 1,509 人） 

・階層別（役職者・管理職者向け）ハラスメント研修（e ラーニング） 

 令和 6 年 1 月 17 日（水）～令和 6 年 2 月 29 日（木） 

 受講者 258 名 

・ハラスメント予防委員会（オンライン） 

 令和 6 年 2 月 29 日（木） 

 委員 20 名参加 

○コンプライアンス通信・コンプライアンスメールマガジンにおける  

ハラスメント防止啓発記事の掲載 

・令和 5 年 6 月号、10 月号、令和 6 年 3 月号 

ハラスメント研修 6 回 

延べ 4,416 名受講 

総務局 

○市立大学におけるハラスメント相談窓口の設置、周知 

 ・各研究科、所属等に相談員の配置を継続実施 

 ・外部相談窓口を設置 

 ・教職員・学生に向けて相談窓口一覧をホームページに掲載・ポスタ 

ーを配布 

 ・新入生に対して学生生活の手引きを配布し、相談窓口の周知を継続 

実施 

相談員 32 名配置 

ハラスメント相談員ポスター

の配布 

ハラスメント防止ポスターの

配布 

総務局 

5 性犯罪・性暴

力の防止対策 

【重点】 

〇生活安全活動の推進 

 ・防犯機器電灯料の補助 

 ・街頭犯罪抑止環境整備事業（防犯カメラ、防犯灯 LED 化助成） 

・防犯機器電気料補助 

防犯灯 10W まで 27,310 灯 

      10W 以上 14,251 灯 

防犯カメラ 2,514 台 

・街頭犯罪抑止環境整備事業

補助金 

防犯灯 LED 化 1,047 灯 

防犯カメラ 

新規設置    317 台 

更新      21 台 

パープルリボンキャンペーン

の実施 

街頭犯罪抑止環境整備事業の

実施 

LED 防犯灯 2,120 灯 

防犯カメラ 347 台 

防犯灯電灯料の補助 

防犯灯 40,465 灯 

  

  

スポーツ市民局 

○女性に対する暴力をなくす運動（パープルリボンキャンペーン） 

・パープルリボンキャンペーンの実施 

パープルライトアップ 東山スカイタワー11 月 12 日（日）～25 

日（土） 

○「Stop  DV &児童虐待」コラボ事業 

・コラボリボンツリーの設置 

・コラボバッジの職員配布 

・コラボポスターの掲示（市内公所、高校、大学、医療機関等） 

実施 スポーツ市民局 

〇デート DV 防止啓発カード等の配布 

〇性暴力救援センター日赤なごや「なごみ」が実施する会議等への出席 

実施 スポーツ市民局 

 
     

１—② 配偶者や交際相手からの暴力の予防啓発 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

6 ＤＶ根絶のた

めの意識啓発

事業 

【重点】 

○ＤＶ防止啓発カード等の配布 

○デート DV カード「恋するふたりのために」の配布 

実施 啓発カードの配布 

講座等の実施 9 回 

パープルリボンキャンペ 

ーンの実施 

スポーツ市民局 

○ＤＶ根絶のための講演会・セミナー・展示の実施 

 ・講演会・セミナーを開催（男女平等参画推進センター） 

  講座数：2 講座 3 回 

  参加者：40 人（女性 39 人、男性 1 人） 

3 回 

40 人 

スポーツ市民局 

○女性に対する暴力をなくす運動（パープルリボンキャンペーン） 

 ・パープルリボンキャンペーンの実施 

  パープルライトアップ 東山スカイタワー11 月 12 日（日）～ 

  25 日（土） 

○「Stop  DV &児童虐待」コラボ事業 

 ・コラボリボンツリーの設置 ・コラボバッジの職員配布 

 ・コラボポスターの掲示（市内公所、高校、大学、医療機関等） 

実施 スポーツ市民局 

○ＤＶ根絶のための意識啓発事業 

 子ども青少年局 Twitter で相談窓口など情報発信 

 市内プロバスケットボールチームの公式戦にて啓発グッズの配布等 

実施 子ども青少年局 
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7 デートＤＶ防

止のための意

識 啓 発 事 業

【重点】 

○若年層向けデートＤＶハンドブック等の配布・活用 実施 若年層向けデートＤＶハンド

ブック等の配布・活用 

講演会・セミナーの実施 

3 回 

若年層向け講座 

15 回 

スポーツ市民局 

○デートＤＶ根絶に関する講演会、セミナー等の実施 

 デート DV 根絶に関する講座を開催（男女平等参画推進センター） 

 ・講座数：2 講座 3 回 

 ・参加者：40 人（女性 39 人、男性 1 人） 

 イーブルなごや相談室による出張講座の実施 

 ・講座数：1 回 

 ・参加者：139 人 

3 回 

40 人 

スポーツ市民局 

○若年層向けデートＤＶハンドブック等の配布・活用 実施 教育委員会 

      

１—③ 配偶者や交際相手等からの暴力の被害者支援 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

8 ＤＶ被害者等

への相談・支

援 

【重点】 

○名古屋市配偶者暴力相談支援センター等 

 ・相談業務の実施 

 ・自立支援事業の実施 

 ・保護命令申立支援の実施 

 ・関係機関との連携調整 

相談延件数 676 件 

（うち DV 延件数 470 件） 

保護命令申立援助件数 5 件 

相談の実施 

ＤＶ相談延件数 

9,742 件 

（配偶者暴力相談支援セ 

ンター及び社会福祉事 

務所） 

子ども青少年局 

○区役所における女性福祉相談 

 ・各区、支所に女性相談員を配置し、相談業務を実施 

相談延件数 13,126 件 

（うち、DV延件数 9,390件） 

面接相談延件数 7,363 件 

（うち、DV延件数 5,323件） 

子ども青少年局 

○緊急一時保護 延べ利用日数 

891 日 

子ども青少年局 

○民間シェルターに対する補助（名古屋市民間一時保護施設補助金交付 

要綱） 

・家賃補助、受け入れ補助、自立支援事業補助、利用前出張相談補助、 

 心理的ケア補助、健康面サポート補助等 

補助実績 民間シェルター 

1 か所 

子ども青少年局 

○地域で自立生活を始めた被害者とその子どもを継続して精神的に支 

えるため、「見守り・同行支援」、「親子支援プログラム」、「サポートグ 

ループ事業」、「親子カウンセリング事業」を実施 

見守り・同行支援 

2 世帯 15 回 

親子支援プログラム 

13 回 延べ 50 人 

サポートグループ 

22 回 75 人 

親子カウンセリング 

4 組(定例 2 組、随時 2 組) 

子ども青少年局 

9 子どもを虐待

から守るため

の支援 

○児童虐待防止における関係機関の連携 

 ・なごやこどもサポート連絡協議会の開催 

 ・なごやこどもサポート区連絡会議の開催 

 ・電算システムを活用した社会福祉事務所・児童相談所・保健センタ 

  ー等の情報共有 

なごやこどもサポート連絡協

議会開催 2 回 

なごやこどもサポート区連絡

会議開催 17 回 

なごやこどもサポート連 

絡協議会・区連絡会議の 

開催 

児童虐待相談対応件数 

3,892 件 

なごやっ子 SOS 相談件数 

4,748 件 

社会福祉事務所支所に児童相

談所との兼務児童福祉司を増

員、児童虐待対応支援員を配置 

児童虐待防止推進月間の5月、

11 月にイベント等を実施 

子ども青少年局 

○児童相談所の体制強化 

 ・児童福祉司・児童心理司の増員 

児童福祉司 13 人、児童心理司

7 人増員 

子ども青少年局 

○社会福祉事務所における児童虐待等への機能強化 

  ・兼務福祉司の増員（教育と福祉の連携強化） 

22→28 人 

 ・児童虐待対応支援員の配置 

    46 人 

兼務福祉司の増員（教育と福祉

の連携強化）22→28 人 

児童虐待対応支援員の配置 

46 人 

子ども青少年局 

○なごやっ子ＳＯＳ 電話相談件数 

6,259 件 

子ども青少年局 

○児童虐待防止の講演会、オレンジリボンキャンペーンなどの広報・啓 

発等を実施 

実施 子ども青少年局 

10 女性のための

総合相談 

（女性の自立

のためのグル

ーププログラ

ム等） 

【重点】 

○自助グループ支援の実施 3 団体 実施 サポートグループ事業 

5 回 

講座の開催 

7 回 

カウンセリング事業の実施 

スポーツ市民局 

○当事者女性を対象にしたサポートグループ事業を実施 

・交流会 4 回  21 人  

・相談会 2 回  12 人 

○DV 理解と心のセルフケア講座 

・「DV 情報伝える会」 2 回 9 人 

・「精神的 DV・モラハラと心のセルフケア」 4 回  37 人 

・「DV によるトラウマ理解とセルフケア」 2 回 16 人 

○ボディワーク 1 回  4 人 

実施 スポーツ市民局 

○カウンセリング事業 実施 スポーツ市民局 

11 犯罪被害者等

支援事業 

〇総合支援窓口の設置 

〇経済的・精神的支援の実施 

〇広報啓発・人材育成の実施 

〇犯罪被害者等早期援助団体への助成 

実施 総合支援窓口の設置 

経済的・精神的支援の実施 

広報啓発・人材育成の実施 

犯罪被害者等早期援助団体へ

の助成 

スポーツ市民局 

12 支援者の育成 〇女性に対する暴力防止に関する研修 

1 回 57 人 

○職員及び民間支援者の研修（DV 被害支援者スキルアップ研修） 

1 回 25 人 

実施 研修の実施 

関係職員 2 回 

職務関係者 1 回 

スポーツ市民局 

○職務関係者研修 1 回 43 人 子ども青少年局 

13 庁内及び関係

機関・民間団

体との連携 

○DV 防止対策関係機関連絡会議の運営 1 回 会議開催 2 回 スポーツ市民局 

○名古屋市ＤＶ被害者支援庁内連絡会議の運営 1 回 子ども青少年局 
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１—④ 性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）の尊重と生涯を通じた女性の健康支援 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

14 性と生殖に関

する健康と権

利についての

学習・啓発 

○講座等の実施 

「性と生殖に関する健康と権利」に関する講座を開催（男女平等参 

画推進センター） 

・講座数：3 講座 5 回 

・参加者：85 人（女性 57 人、男性 28 人） 

イーブルなごや相談室による女性のからだセミナーの開催 

・講座数：1 回 

・参加者：26 人（女性 26 人） 

3 回 85 人 

セミナー1 回 26 人 

講座等の実施 

男女平等参画推進センター 

1 回 

女性会館 

1 回 

スポーツ市民局 

○主催講座等の開催（女性会館） 

  主催講座【名古屋市立大学連携】「女性がカラダの調子と向き合う 

ために」（全 4 回） 

 ・開催期間：令和５年 5 月 19 日（金）～6 月 13 日（火） 

 ・講師：名古屋市立大学助教 浅野 倫子他 

 ・学習者：女性 25 人 

講座４回 

延べ 68 人 

教育委員会 

○生理についての理解促進 

 生理に関する様々な負担の軽減と、安心・快適な市民サービスの一

環として、区役所・支所、市民利用施設等及び市立学校に生理用品を

配備 

実施 スポーツ市民局 

15 思春期におけ

る性の尊重に

ついての啓発 

○思春期保健事業を実施（思春期セミナー、思春期ピアカウンセリング 

等） 

・「健やか親子 21」の「思春期の保健強化と心身両面の健康づくり」 

 課題への取り組みとして、思春期保健事業を実施 

・思春期セミナー 

実施回数 

270 回 

参加人数 

23.607 人 

思春期セミナー等 302 回 

性教育の実施 

子ども青少年局 

○性教育 

 体育科、保健体育科や特別活動の時間などを通して、心身の発達、

生命誕生の仕組み、男女の特性などを理解し、性に対する認識を深め、

自他の生命を尊重する態度を養うことをめざした指導を行う 

実施 教育委員会 

16 性感染症等へ

の対策 

○エイズ対策 

 ・保健センター職員等による地域・職域等におけるエイズ講習会、研 

  修会を実施 

 ・啓発ポスターの掲示 

 ・パンフレット等の購入、配付 

 ・「HIV/エイズ性感染症検査」（7 カ国語リーフレット）の作成・配布 

 ・「Ｌｅｔ’ｓ ｔａｌｋ ａｂｏｕｔ ＡＩＤＳ」（中学生向けリー 

    フレット）の作成配布 

 ・世界エイズデーキャンペーンの実施 

 ・インターネットによる予防啓発の実施 

 ・地下鉄車両による予防啓発の実施 

７カ国語リーフレット 

印刷数 8,000 冊 

 

中学生向けリーフレット 

印刷数 24,000 部 

 

世界エイズデーキャンペーン 

（ RED RIBBON LIVE 

NAGOYA 2023） 

延べ来場人数約 1,200 名 

パンフレットによる啓発 

講習会・研修会の実施 

健康福祉局 

○性感染症対策 

 ・パンフレット等を活用した市民への啓発等（保健センター等で配布） 

実施 健康福祉局 

17 妊娠・出産等

に関する健康

支援 

○共働きカップルのためのパパママ教室 

 共働きの妊娠、出産、育児に起こりがちな問題と対応の知識を妊娠

中から知り、父親の育児参加を促進することによって共働き家庭の子

育てが安心してできるよう支援するための教室の開催 

・実施日：土・日曜日の午前及び午後 

開催回数 

51 回 

母子健康手帳の交付 

20,365 件 

両親学級(パパママ教室) 

463 回 

妊婦健康診査延べ受診者数 

220,219 人 

なごや妊娠 SOS 相談件数 

275 件 

不妊治療への助成 

特 定 不 妊 治 療 費 助 成 事 業 

3,428 件 

一 般 不 妊 治 療 費 助 成 事 業 

808 件 

産前・産後ヘルプ事業 

派遣時間数 19,623 時間 

子ども青少年局 

○両親学級 

 妊婦とその夫を対象に、妊娠、出産、育児に関する保健知識の普及、

及び地域の仲間づくりを推進するための両親（母親）教室を各区保健

センターにて開催 

開催回数 

243 回 

子ども青少年局 

○妊婦健康診査 受診者数 

201,875 件 

子ども青少年局 

○不妊治療への助成 

 ・特定不妊治療費助成事業 

 ・一般不妊治療費助成事業 

特定不妊治療費助成事業 

36 件 

子ども青少年局 

○なごや妊娠ＳＯＳ 

 思いがけない妊娠等で悩む人が孤立することなく、必要な支援を受

けることができるよう、助産師等が電話やメール、LINE による相談

を実施 

※LINE 相談は令和 3 年 10 月から開始 

相談件数 172 件 

（電話相談７４件、メール相談 

61 件、LINE 相談 37 件） 

子ども青少年局 

○産前・産後ヘルプ事業 派遣時間数 29,336 時間 子ども青少年局 

○母子健康手帳の交付 母子健康手帳の交付 

17,200 件 

子ども青少年局 

18 生涯にわたる

健康教育・健

康支援【重点】 

○がん検診 

・子宮がん検診 

・乳がん検診 

検診受診者数 

子宮がん検診 98,157 人 

乳がん検診 53,608 人 

がん検診の実施 

子宮がん 91,524 人 

人乳がん 51,556 人 

乳がん自己触診法普及事業

210 回 

女性を対象としたレクリエー

ションスポーツ事業 

10 回 

健康福祉局 

○健康教育（乳がん自己触診法普及事業） 

 ・乳がんの自己触診法普及事業 

乳がんの自己触診法普及事業 

実施回数 181 回  

参加人数 延べ 3,303 人 

健康福祉局 

○女性を対象としたレクリエーションスポーツ事業を実施 事業実施数 11（うち中止 1

回） 

参加者数 6,788 人 

スポーツ市民局 

〇スポーツに関する講座等の情報提供 実施 スポーツ市民局 
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１—⑤ メディア社会における性別にかかわる人権侵害の解消に向けた啓発 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

19 青少年を取り

巻く有害環境

等への対応 

○青少年と社会環境に関する懇談会 

開催日：令和５年１０月２７日（金） 

会 場：名古屋市公館 レセプションホール 

内 容：地域の青少年育成団体、関係業界、関係行政が青少年を取り 

巻く社会環境の現状やそれぞれの有害環境浄化の取り組み 

について意見交換を行い、関係者が全市的に取り組むべきこ 

とを申し合わせるもの 

出席者 38 名 懇談会等の実施 

リーフレット等の配布 

「わくわくキッズナビ」での情

報モラル学習コンテンツの掲

載 

学校からの相談に対応する窓

口の設置 

子ども青少年局 

○青少年育成市民大会 

 内 容：スマートフォン等インターネットの適切な利用方法や、薬物 

乱用防止や交通ルールの遵守など、子ども・若者の安全を守 

るための啓発を図る 

①「なごや子ども・若者わくわくフェスタ！」 

開催日：令和５年７月２５日（火） 

    会 場：イオンモールナゴヤドーム前 

②「みんなで学ぼう！安心・安全なスマホの使い方」 

    開催日：令和５年１２月１７日（日） 

    会 場：枇杷島スポーツセンター 

①参加者 ３１２名 

 （ブース体験１０４名） 

②参加者 ２３８名 

子ども青少年局 

○インターネットの安心・安全利用等の周知 

①青少年育成地域活動ガイドや青少年をまもる運動のリーフレット  

 等に、インターネットの安心・安全利用等について掲載し市民に配  

布 

②市内の各種体験活動の機会を提供するホームページ「わくわくキッ 

 ズナビ」の中の、携帯電話・インターネット・スマートフォンを正 

 しく使用するための情報モラル学習コンテンツの周知 

③NPO 団体に働きかけ、インターネットを使う上での 注意点など子 

 ども自身が考える機会作りを実施 

青少年育成地域活動ガイド 

12,700 冊 

青少年をまもる運動 

リーフレット 

夏 15,050 冊 

冬 14,300 冊 

子ども青少年局 

○いじめに対する取り組み 

 インターネット上における誹謗・中傷等問題のある書き込みを検

索・監視、発見した場合の対応、問題のある書き込み等に関する学校

からの相談に対応する窓口を設置 

 ＳＮＳ等を活用した報告・相談体制の構築、児童生徒の情報モラル

教育及び保護者、教職員を対象とした研修会・セミナーの実施 

実施 教育委員会 

20 メディア・リ

テラシー向上

のための啓発 

○なごや人権啓発センターにおける展示及び啓発冊子の配布、講演会等 

の実施 

実施 講座等の実施 

女性会館 4 回 

生涯学習センター 4 回 

人権啓発センターにおけ 

る講座や展示等の啓発の 

実施 

スポーツ市民局 

○講座、事業の開催（各区生涯学習センター） 講座等事業数 3 教育委員会 

○講座、事業等の開催（女性会館） 

 主催講座事業 

   男女共同参画社会の実現に向けて、女性のエンパワーメントにつ 

ながる学習機会を提供 

また、生涯学習者の一人として自分らしく生きるために、生活の 

中の課題をさぐりながらその課題を認識するとともに、課題解決に 

向けて、主体的な力を身につけるための系統的・継続的な自主学習 

につながる契機として講座を開催 

 主催講座「メディアと社会」（全４回） 

 ・開催期間：令和 5 年 7 月 24 日（月）～8 月 21 日（月） 

 ・講師：愛知淑徳大学准教授 小倉 史 他 

 ・学習者：女性 19 人 

講座 4 回 

延べ 58 人 

教育委員会 

21 公的広報物ガ

イドラインの

活用 

○男女平等参画の視点からの公的広報物ガイドライン研修の実施 

 ・開催日：令和 5 年 5 月 31 日（水） 

 ・参加者：27 人 

実施 研修の実施 

職員 1 回 

スポーツ市民局 

○イラスト集を作成し庁内向けウェブサイトを通じて提供 

  公的広報物ガイドライン（令和 4 年度改定）に即したイラスト集を 

 庁内向けウェブサイトを通じて提供 

実施 スポーツ市民局 

22 広報事業者へ

の啓発 

○メディア関係者への働きかけ、情報提供 

 マスコミ（放送局及び新聞社）の代表を委員に含む名古屋市男女平

等参画推進会議（イコールなごや）において、女性に対する暴力防止

に向けた情報提供、意見交換を行う 

実施 メディア関係者への働きかけ、

情報提供の実施 

スポーツ市民局 

      

１—⑥ 様々な困難を抱える人々（貧困、ひとり親、障害、同和問題（部落差別）、外国人等）への支援 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

23 経済的自立に

向けた支援 

【重点】 

○就労支援に関する講座、セミナー等の開催（男女平等参画推進センタ

ー） 

定期講座「女性起業家ビギナーズサロン＜第 10 期＞」始め 

・講座数：5 講座 19 回 

・参加者：440 人（女性 399 人、男性 41 人） 

19 回 

440 人 

セミナー等の実施 

男女平等参画推進センター 

5 回 

なごやジョブサポートセンタ

ー 

10 回 

就労自立に関する自立支援プ

ログラム推進事業の実施 

生活困窮者の自立支援新規相

談受付件数 

スポーツ市民局 

○なごやジョブマッチング事業 

 なごやジョブサポートセンターにおいて就職困難な方への就職準

備セミナー等の開催 

・セミナー開催回数：8 回 

実施 経済局 
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○就労自立に関する自立支援プログラム推進事業 

・生活保護受給者の早期就労と自立のため、各区配置の就労支援員に 

よる就労支援を実施 

・区役所就労支援コーナー、ハローワーク職員の各区役所巡回による 

求職活動支援の実施 

・民間事業者による就職支援セミナー、キャリアカウンセリング、職 

業体験等の実施 

・支援対象者の状況に応じて、いわゆる中間的就労の場を提供しつつ、 

就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等を実施 

実施 3,837 件 健康福祉局 

○生活困窮者の自立支援 

 生活困窮者の自立の促進を図るため、相談（「自立相談支援」）と支

援（「住居確保給付金」「就労準備支援」「家計改善支援」等）を一体的

に実施する拠点として、「仕事・暮らし自立サポートセンター」を市内

3 か所（名駅・金山・大曽根）で委託実施 

実施 健康福祉局 

〇女性のつながりサポート事業「イーブルーム」居場所内での生理用品

の配布 

居場所利用者のうち、希望者に生理用品を配布 

251 セット（昼用 1、夜用 1） スポーツ市民局 

24 ひとり親家庭

の精神的な支

援 

○シングルマザーへの支援（グループプログラム等） 

  シングルマザーのための就職フェア 2023 にて「女性の総合相談」 

を実施 

 ・開催日：令和 5 年 10 月 6 日（金）～7 日（土） 

 ・参加者：9 人 

 シングルマザーサポートグループ（相談会） 

 ・開催回数：2 回 

 ・参加者：12 人 

実施 シングルマザーのための就職

フェアでの個別相談の実施 

区役所・支所におけるひとり親

家庭等に対する総合的な相談 

相談件数 

母子・父子自立支援員 

17,656 件 

ひとり親家庭応援専門員 

9,724 件 

ジョイナス.ナゴヤでの心理カ

ウンセリング 

137 件 

ひとり親家庭のセミナー等 

18 回 

スポーツ市民局 

○ひとり親家庭のセミナー等 

・講座等の実施 

21 回 217 人 子ども青少年局 

〇ひとり親家庭等に対する自立に向けた相談の実施 相談件数  

母子・父子自立支援員 

11,894 件 

ひとり親家庭応援専門員 

10,348 件 

子ども青少年局 

25 ひとり親家庭

の経済的な自

立への支援 

○母子家庭等自立支援センター事業の実施  

・名古屋市相談室（ジョイナス．ナゴヤ）の運営 

・就業相談の実施 

・職業紹介の実施 

・就業支援講習会の開催 

就業相談：3,744 件 

職業紹介：93 件 

就業支援講習会：64 回 

相談事業の実施 

自立支援給付金事業 

自立支援教育訓練給付金 

53 件 

高等職業訓練促進給付金 

105 件 

母子父子寡婦福祉資金貸付金 

1,545 件 

児童扶養手当の支給 

ひとり親家庭手当の支給 

ひとり親家庭等医療費助成 

中学生の学習支援事業の実施 

子ども青少年局 

○養育費相談 

・養育費の取得について、司法書士等による相談を実施 

・養育費等の周知啓発にかかるセミナーを開催 

〇公正証書作成費等補助 

・養育費に関する公正証書作成費等を補助 

養育費相談 

相談：1,423 件 

セミナー：11 回 112 人 

公正証書作成費等補助 

支給実績：108 件 

子ども青少年局 

○自立支援給付金事業の実施 

 ・自立支援教育訓練給付金 

 ・高等職業訓練促進給付金（旧名称 高等技能訓練促進費） 

 ・高等職業訓練促進資金貸付事業補助の実施 

・自立支援教育訓練給付金  

29 件 

・高等職業訓練促進給付金  

182 件 

子ども青少年局 

○児童扶養手当の支給 令和５年度末受給者数 

14,217 人 

子ども青少年局 

○母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付 母子 859 件 

546,499,463 円 

父子 46 件 

33,572,882 円 

寡婦 34 件 

22,658,720 円 

子ども青少年局 

○ひとり親家庭手当 令和５年度末受給者数 

4,184 人 

子ども青少年局 

○ひとり親家庭等医療費助成 

 ひとり親家庭の健康を守るとともに、経済的負担の軽減を図るた

め、保険診療における自己負担額を助成 

対象者数 33,400 人 子ども青少年局 

○生活支援事業の実施（家事介護サービス事業から名称変更） 利用世帯数 106 世帯 子ども青少年局 

○中学生の学習支援事業 

・ひとり親家庭、生活保護世帯及び生活困窮世帯の中学生を対象に、 

学習及び進学の意欲を醸成し、学習に積極的に取り組めるようにする

ための定期的な学習支援を 16 区で実施 

実施か所数 150 か所 

参加児童数 1,242 人 

健康福祉局 

子ども青少年局 

26 障害者への支

援 

○ユニバーサルデザインの教育・研究 

 ・多様な市民が活動しやすいまちづくりをめざし、市立大学芸術工学 

  部においてユニバーサルデザインの教育・研究を実施 

 ・芸術工学部においては、「建築計画」・「建築計画２」・「ユニバーサル 

  デザイン」などの授業を開講し、積極的にユニバーサルデザインの 

教育を実施 

実施 相談支援事業等の実施 

リーフレットの作成 

講座等の開催 

ユニバーサルデザインの教育・

研究 

  

  

総務局 
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○障害者虐待相談支援事業 

 ・障害者虐待相談センターの運営委託 

 ・障害者虐待休日・夜間電話相談窓口の運営委託 

 ・区障害者虐待防止ネットワーク支援会議 

 ・障害者短期入所ベッド確保等事業 

実施   

  

健康福祉局 

○意識のバリアフリーの推進 

 ・広報・啓発を推進 

 ・障害者と市民のつどいを実施 ※コロナのため中止 

 ・「障害者週間」記念のつどいを実施（令和 5 年１２月 3 日） 

 ・障害者作品即売店「福祉の店」を実施 

 ・こころの健康フェスタを実施 

  ・「障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要 

領」を改定（令和 5 年 12 月）し、「意識のバリアフリー行動宣言」 

の周知 

実施 健康福祉局 

○障害者差別解消の推進 

・障害者差別相談センターの運営委託 

・障害者差別解消法・障害者差別解消推進条例の広報・啓発 

実施 健康福祉局 

○障害者基幹相談支援センターの運営（各区１か所） 

 障害種別に関わらず、すべての障害に対してワンストップで対応 

 ・総合相談 

 ・処遇困難な障害者（児）への相談支援 

 ・区自立支援連絡協議会の運営 等 

実施 健康福祉局 

〇障害者就労支援窓口の運営 実施 健康福祉局 

○障害者就労支援センター等への運営補助 

 ・就労支援（就職に向けた準備支援、求職活動支援、職場定着支援等） 

 ・生活支援（健康管理などの日常生活の自己管理に関する助言等） 

  障害者雇用支援センター 

  障害者就労支援センターめいしんれん 

  障害者就労支援センターめいりは 

実施 健康福祉局 

○意識啓発を図る講座等の開催 講座等事業数 3 教育委員会 

○障害への偏見や差別をなくすための理解啓発活動体験を重視した交

流活動などの学習場面の設定 

・リーフレット「名古屋の特別支援教育」の作成及び配付 

・「特別支援教育資料」の作成及び学校への配信 

・各小中学校における障害のある児童生徒との交流及び共同学習の推 

進 

・中学生向け指導資料「一人一人のよさを認め、みんなが楽しく過ご 

せる学校・学級にするために」の作成及び中学生への配付 

実施 教育委員会 

〇地域生活支援拠点事業 

 ・お助けショートステイの実施 

 ・お試しグループホームの実施 

 ・地域連携コーディネート事業の実施（障害者基幹相談支援センター 

への委託事業） 

実施 健康福祉局 

〇発達障害児者の支援 

 ・発達障害者支援センターの運営 

 ・発達障害者支援体制整備検討委員会の実施 

 ・ペアレントプログラムの実施・普及 

 ・発達障害者地域支援マネジャーの配置を検討 

実施 子ども青少年局 

27 同和問題（部

落差別）の解

決に向けた支

援 

○文化センターにおいて、生活相談をはじめ高齢者相談、健康相談など

各種相談事業を行うとともに、愛知県弁護士会や名古屋法務局など関

係機関と連携して、法律相談、人権相談、経営相談を実施 

・生活相談：520 件 

・人権相談：1 件 

・経営相談：2 件 

・法律相談：46 件 

・健康相談：507 件 

・育児相談：398 件 

・医師による健康相談：78 件 

・高齢者一般相談：4 件 

・高齢者仕事相談：8 件 

実施 相談事業等の実施 スポーツ市民局 

〇なごや人権啓発センターにおいて、人権擁護委員と連携して人権相談

を実施 

・人権相談：114 件（うち、人権擁護委員による相談 5 件） 

実施 スポーツ市民局 

○人権問題の重要な課題としての部落差別（同和問題）の解決に向けた 

市民の自主的活動や取り組みへの支援及び意見交換を実施 

実施 スポーツ市民局 

○教育集会所において、健康相談を実施 緑保健センター保健師による

健康相談 

5 回 

教育委員会 

28 外国人への支

援 

○外国人への情報提供（名古屋国際センター） 

  名古屋国際センターにおいて、10 言語（英語・ポルトガル語・ス 

ペイン語・中国語・ハングル・フィリピノ語・ベトナム語・ネパール 

語・インドネシア語・タイ語）による情報提供を実施 

実施 外国人のための相談事業 

の実施 

通訳派遣 40 回 

観光文化交流局 
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○外国人のための相談事業の実施（行政相談、法律相談、税務相談等） 

日本語で対応できない外国人市民のために、名古屋国際センターに 

おいて、弁護士による無料法律相談、市政についての相談等を実施  

海外児童生徒教育相談（477 件） 

 ・相談場所 名古屋国際センター 

・相談日時 毎週水・金・日曜日 午前 10 時～12 時、午後 1 時 

～5 時 

・対応言語 英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、ハングル、 

フィリピノ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タイ 

語（曜日・時間は言語により異なる） 

外国人行政相談（738 件） 

・相談場所 名古屋国際センター 

・相談日時 火曜日～日曜日  午前 10 時～12 時、午後 1 時～ 

午後 5 時 

・対応言語 英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、ハングル、 

フィリピノ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タイ 

語（曜日・時間は言語により異なる） 

・その他  国際センターにトリオホン・テレビ電話（令和 5 年 4 

月末まで）を設置し、区役所においても相談を実施 外 

国人のための行政書士による相談（255 件） 

・相談場所 名古屋国際センター 

・相談日時 毎週水・日曜日 午後 1 時～5 時 

・対応言語 英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、ハングル、 

フィリピノ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タイ 

語（曜日・時間は言語により異なる） 

外国人無料法律相談（157 件） 

・相談場所 名古屋国際センター 

・相談日時 毎週土曜日 午前 10 時～12 時 30 分 

・対応言語 英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語 

・相談方法 予約制で面接による相談 

外国人のための税理士による無料税務相談（24 名） 

・相談場所 名古屋国際センター 

・相談日時 令和 6 年 2 月 25 日 

・相談方法 確定申告書の書き方を学ぶセミナー 

・対応言語 英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語  

外国人こころの相談（662 件） 

・相談場所 名古屋国際センター 

・相談日時 随時 

・対応言語 英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語 

・相談方法 予約制で面接による相談 

ピアサポートサロン（24 名） 

・相談場所 名古屋国際センター 

・相談日時 令和 5 年 7 月 9 日 

・対応言語 やさしい日本語 外国人健康相談会 

・開催日 令和 5 年５月 21 日、11 月 12 日 

・（特活）外国人医療センターとの共催 

・相談場所 名古屋国際センター 

・対応言語 英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語等 

難民相談（401 件） 

  ・（公財）アジア福祉教育財団難民事業本部との共催 

・相談場所 名古屋国際センター 

・相談日時 毎週木曜日  

・対応言語 英語等 

・相談方法 予約制で面接による相談 

外国人の子どもと保護者のための進路ガイダンス（①99 名②26 名） 

・名古屋市教育委員会との共催 

・実施場所 名古屋国際センター 

・実施日時 ①令和 5 年 7 月 29 日 ②10 月 29 日 

・対応言語 ①英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、フィリ 

ピノ語、ベトナム語、ネパール語 ②やさしい日本語 

外国人生活相談出張サービス（延べ 27 名） 

・実施日時：令和 5 年 4 月 4 日、8 月 12 日、11 月 19 日 

外国人ワンストップ総合相談会（延べ 101 名） 

・実施場所 名古屋国際センター 

・実施日時 令和 5 年 9 月 10 日、令和 6 年 3 月 10 日 

・対応言語 英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、フィリピ 

ノ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タイ語 

相談事業における関係機関との連携 

・外国人ワンストップ総合相談会の実施（2 回） 

・子育て支援等の研修における講師・情報交換（5 回） 

場所：中村区エリア支援保育所、名古屋市幼児教育研究協議会中 

村支部、港区エリア支援保育所、みなと子ども応援委員会、 

南区役所 

・区役所窓口職員研修の講師・情報交換（1 回） 

場所：中川区役所 

・「スマイル！こころの絆創膏デー2023」への出展（1 回） 

場所：名古屋市健康福祉局 

実施 観光文化交流局 

○通訳派遣事業 

 通訳を必要とする外国籍の DV 被害者及び児童相談所における外

国人の子どもに対し、通訳派遣による支援を実施 

実施回数 ５８回   子ども青少年局 
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１—⑦ 多様な生き方（ひとり親、事実婚、単身世帯、性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）等）への理解促進 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

29 多様な生き方

の理解促進に

向けた意識啓

発・専門相談

等【重点】 

○法律セミナー 

離婚をめぐる法律の基礎知識 始め 

・講座数：4 講座 4 回 

・参加者：120 人（女性 115 人、男性 5 人） 

4 回 120 人 講座等の実施 

男女平等参画推進センター8 

回 

人権啓発センターにおける講

座や展示等の啓発の実施 

研修等の実施 6 回 

性的少数者（セクシュアル・マ

イノリティ）に関する専門相談

の実施 

スポーツ市民局 

○多様な生き方を意識啓発する講座、セミナー等（男女平等参画推進セ

ンター） 

映画「ユンヒへ」～セクシュアル・マイノリティについて考えましょ

う～始め 

・講座数：3 講座 4 回 

・参加者：103 人（女性 79 人、男性 4 人、不明・その他 20 人） 

4 回 

103 人 

スポーツ市民局 

〇名古屋市にじいろ相談（セクシュアル・マイノリティ相談） 

 ・電話相談 

  日時：毎週第 2 金曜日 

     午後 7 時から午後 9 時 

 ・LINE 相談（令和 5 年 8 月～） 

  日時：毎月第２月曜日、第４土曜日 

     午後７時～午後 10 時 

電話相談 

25 件 

LINE 相談 

56 件 

スポーツ市民局 

  〇ファミリーシップ制度 

  ・宣誓書受領証等交付組 141 組（令和 6 年 3 月末現在）  

宣誓書受領証等交付組数 

141 組（令和６年 3 月末現在）  

スポーツ市民局 

○講座、事業等の開催（女性会館） 

 男女共同参画社会の実現に向けて、女性のエンパワーメントにつな

がる学習機会を提供。また、生涯学習者の一人として自分らしく生き

るために、生活の中の課題をさぐりながらその課題を認識するととも

に、課題解決に向けて、主体的な力を身につけるための系統的・継続

的な自主学習につながる契機として講座を開催 

主催講座「家族をみつめる」において情報を提供 「多様な親子関係

～日本と中国の養取慣行～」 

・開催日：令和 5 年 8 月 29 日（火） 

・講師：国際ファッション専門職大学准教授 磯部 美里 

・学習者：女性 9 人 

講座等事業数 1 教育委員会 

○講座、事業等の開催（各区生涯学習センター） 講座事業数 5 教育委員会 

〇市内小中学校における人権教育推進校による研究活動の推進 

・平成２５年度に作成した「学校における人権教育をすすめるために 

  ～実用編～」を人権教育という観点から、取り組む手引きとして活 

用する 

・令和２年度に改定した「人権教育の手引き」と平成 29 年度に改定 

した「人権教育の手引き 実践編」を、様々な人権問題に対する正 

しい理解と認識を深めるための参考資料として活用する 

実施 教育委員会 

○基本研修・経営研修の実施 

基本研修・経営研修の中の「人権教育研修」の一環として、「男女平 

等意識の醸成のための内容」に触れた講演を実施 

経営研修の新任校（園）長を対象とする校（園）長研修会において 

は、男女平等参画に関する講演を実施 

○基本研修 

・新規採用学校事務職員研修会「人権と教育」（4 月 19 日～動画視 

聴・新規採用学校事務職員） 

・教育研究員「人権と教育」（7 月 21 日～動画視聴・名古屋市教育 

研究員） 

・高等学校教職経験者研修会[高校５年研] 

・高等学校養護教員経験者研修会[高校養護５年研]「人権と教育」（5 

月 16 日・経験年数５年目の高校教諭、高校養護教諭） 

・初任者研修会 ・新規採用養護教員研修会 ・高等学校初任者研修 

会・高等学校新規採用養護教員研修会・新規採用栄養教員研修会「人 

権と教育」（4 月 21 日～動画視聴・新規採用教諭・新規採用養護 

教諭・新規採用栄養教諭） 

・養護教員経験者研修会（Ⅰ）「人権と教育」（8 月 1 日～動画視聴・ 

経験年数５年目の養護教諭） 

・教職経験者研修会[５年研]「人権と教育」（7 月 21 日～動画視聴・ 

経験年数５年目の教諭） 

・中堅教諭等資質向上研修［１０年研］ ・高等学校中堅教諭等資質 

向上研修［高校１０年研］「人権と教育」（7 月 21 日～動画視聴・ 

経験年数１０年目の教諭･高校教諭）・学校事務職員経験者研修会 

［事務８年研］「人権と教育」（8 月 1 日～動画視聴・経験年数８年 

目の学校事務職員）・養護教員経験者研修会（Ⅱ）[養護１０年研] ・ 

高等学校養護教員経験者研修会（Ⅱ）[高校養護１０年研]「人権と 

教育」（8 月 1 日～動画視聴・経験年数 10 年目の養護教諭、高校 

養護教諭）・栄養教員経験者研修会（Ⅱ）「人権と教育」（7 月 21 日 

～動画視聴・１０･１１年目の栄養教諭）・ミドルリーダー研修「人 

権と教育」（7 月 21 日～動画視聴・ミドルリーダー研修受講者）

○経営研修 

・学校運営研修会（Ⅱ）「人権と教育」（7 月 26 日～動画視聴・新任 

校務主任） 

・学校運営研修会（Ⅰ）「人権と教育」（7 月 24 日～動画視聴・２年 

目の教務主任、幼稚園主任） 

基本研修 11 回 

経営研修２回 

教育委員会 

○性の多様性への理解を深めるための職員ハンドブック 

 セクシュアル・マイノリティへの理解を促進するため、「性の多様

性への理解を深めるための職員ハンドブック」を職員に周知するとと

もに市公式ウェブサイトに掲載 

 また、市職員向け研修資料で活用 

実施 スポーツ市民局 

○なごや人権啓発センターにおける展示及び啓発冊子の配布、講演会等 

の実施 

実施 スポーツ市民局 
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＜目標２＞男女平等参画推進のための意識変革 

２—⑧ 性別による固定的な役割分担意識の解消に向けた啓発 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

30 男女平等参画

に向けた意識

啓発事業 

【重点】 

○男女平等参画に関する講座・講演会・セミナー等（男女平等参画推進 

センター） 

  広範な市民に働きかけるための男女共同参画に関する啓発事業を 

様々な形で展開 

 ・定期講座 

  講座数：11 講座 31 回 

  参加者：598 人（女 506 人、男性 73 人、不明・その他 19 人） 

 ・市民交流事業 

  講座数：6 講座 6 回 

  参加者：298 人（女性 247 人、男性 50 人、不明・その他 1 人） 

 ・セミナー 

  講座数：2 講座 3 回 

  参加者：28 人（女性 20 人、男性 8 人） 

実施 講座等の実施 

男女平等参画推進センター 

33 回 

女性会館 29 回 

生涯学習センター16 回 

区における男女平等参画推 

進事業 16 区 

スポ—ツ市民局 

○講座、事業等の開催（各区生涯学習センター） 講座等事業数 16 教育委員会 

○講座・講演会・事業等（女性会館） 

 公開講座・講演会 

  継続的な学習が困難な方など、広範な市民を対象にした学習の場と 

して、女性の生き方などをテーマに年間 12 回開催（女性・男性対象） 

 ・「街角保健室の挑戦！～ピンクテントの光は安心 安全自由の道し 

るべ～」 

  内容：「10 代、20 代の居場所づくりや性に対する学び、人権にか 

かわることについて、街角に保健室をつくって活動している 

ことについて」 

  開催日：令和 5 年 5 月 20 日（土） 

  講師：愛知・思春期研究会共同代表 中谷 豊美 

  学習者：19 人       

 ・その他講演会 10 回  

 ・特別講演会 

  内容：「ある幸せ、ない幸せ～自分で決める暮らし方～」 

  開催日：令和 5 年 11 月 11 日（土） 

  講師：元朝日新聞記者 稲垣 えみ子 

  学習者：289 人  

○主催講座 

  男女共同参画社会の実現に向けて、女性のエンパワーメントにつな 

がる学習機会を提供する。また、生涯学習者の一人として自分らしく 

生きるために、生活の中の課題をさぐりながらその課題を認識すると 

ともに、課題解決に向けて、主体的な力を身につけるための系統的・ 

継続的な自主学習につながる契機として講座を開催 

 年間 16 講座程度を実施。定員 20～30 人、各講座３～5 回、女性対 

象または男女対象 

 学習者：239 人  

公開講座・講演会 12 回 

特別講演会 実施 

主催講座 16 講座 

教育委員会 

〇区における男女平等参画推進事業＜千種区＞ 

千種区地域女性活動促進事業との共催で開催した 

事業名：男女平等参画の視点を取り入れた避難所運営について 

日時：令和６年１月１６日（火） 

会場：千種文化小劇場 

講師：NPO 法人レスキューストックヤード 

内容：男女平等参画の視点を取り入れた防災意識の啓発に関する講演 

会を実施し、ジェンダー問題について学んだ 

参加者 66 名 千種区 

〇区における男女平等参画推進事業＜東区＞ 

超高齢社会となった今、女性だけでなく男性にも介護について理解 

を深められるよう講演会を開催した 

 実施日：令和５年 11 月 2７日（月） 

 会場：東区役所講堂 

 講師：特定非営利活動法人 参画プラネット代表理事 渋谷 典子 氏 

参加者 116 名 東区 

〇区における男女平等参画推進事業＜北区＞ 

令和５年度 北区地域女性活動促進・男女平等参画推進・人権尊重 

のまちづくり合同事業｢女性のつどい｣ 

人権尊重の意識・男女平等参画・女性の活動に関するそれぞれの意識・ 

気づきについて考える機会づくりとなることを目的とした講演を実 

施 

翌年放送予定の大河ドラマ｢光る君へ｣の登場人物にスポットを当て、 

日本古来から現代までの女性の地位の移り変わりをわかりやすく講 

演していただき、多くの参加者の理解が深められた 

日時：令和５年１２月１２日（火） 

会場：北区役所 講堂 

参加者 94 名 北区 

〇区における男女平等参画推進事業＜西区＞ 

女性必見！災害時のトイレ事情 

 第４３回西区民おまつり広場会場内にテントブースを設け、男女平

等参画の視点から、災害への備えについて啓発を行うとともに、災害

時に役立つ体験型のコーナーを実施するなど、より実践的な内容を行

う 

内容： 

 災害時のトイレ事情について、実際の携帯トイレを見せながら説

明。特に女性が使用する際の注意点などを重点的に説明した。また、

アンモニアを使用して消臭効果を実感してもらうなどの実演も行い、

よりイメージしやすい形で啓発を行った 

参加者３００名 西区 
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〇区における男女平等参画推進事業＜中村区＞ 

事業名：避難所運営リーダー養成講座    

日時：令和５年１２月３日（日）、１２月１０日（日） 

講演：被災地派遣職員による講演 

講習：避難所運営リーダー養成講座（HUG） 

内容：発災時に地域のリーダーとなる各学区の役員等が、男女平等の 

視点をふまえ、避難所運営の難しさを学んだ 

講座２回 

各回参加者１５名 

計３０名 

中村区 

〇区における男女平等参画推進事業＜中区＞ 

「親子防災教室！～まさかに備える防災食～」 

日時：令和 6 年 2 月 4 日（日） 

場所：中区役所 6 階大会議室 

内容：男女の区別なく親子を対象に、災害が発生した際の食事につい 

て、普段の食事の栄養バランスについても学びながら、災害時 

の限られた状況下で作ることができる料理と補うべき栄養素 

について考える教室を開催し、併せて身近なもので作ることが 

できる防災食の実食も行った 

小学生以上とその保護者 7 組

16 名 

中区 

〇区における男女平等参画推進事業＜昭和区＞ 

題目：イッチ—文庫 アナウンサー絵本朗読＆夏休みミニコンサート 

講師：東海テレビ放送 勅使河原 由佳子氏、浦口 史帆氏 

   プロジェクト SPICA 

内容：“ジェンダー平等”や“多様性”をテーマにした絵本の朗読、紙 

芝居、コンサートをとおして、家族みんなで考え、ジェンダー 

に関する意識醸成の機会として開催 

 絵本や音楽、紙芝居など小さなお子様にも親しみやすい内容 

で、楽しみながら自然にジェンダー平等や多様性について考え 

られる内容となった 

参加者７１名 昭和区 

〇区における男女平等参画推進事業＜瑞穂区＞ 

事業名：瑞穂区地域女性活動促進事業・男女平等参画推進事業 

    講演会「3.11 を体験して」 

開催日時：令和５年 11 月２１日（火） 午後１時 30 分～  

会場：瑞穂区役所講堂  

参加者：１１１名（男１８名、女８４名、未回答９名）  

講演内容：女性の視点からの災害時の行動 

     避難生活で女性が抱えた困難やその対処法 

講師：東日本大震災被災者支援ボランティアセンターなごや 

   語り部ボランティア 鈴木真砂子 氏 

   スタッフ 岡田雅美 氏 

参加者１１１名 瑞穂区 

〇区における男女平等参画推進事業＜熱田区＞ 

12 月 20 日（水）講演会＆ミニコンサート 

  演題：「ハッピートークで自分も周りもハッピーに！」 

講師：フリー司会者・ハッピートークトレーナー 江崎あずみ 

 男女平等参画社会の実現・女性の地位向上にかかる取り組みをより

一層すすめるため、人と話をするという最も基本的な表現方法を学ぶ

講演会を実施した。市民団体と協力した実行委員会により実施。（地域

女性活動促進・人権尊重のまちづくり事業と併せて開催） 

【パネル展示】ロビー・トイレ前にジェンダーパネル（家庭編・地域・

メディア編）を展示した。 

参加者１５４名 熱田区 

〇区における男女平等参画推進事業＜中川区＞ 

講演会「女子大生による投票意識向上を目指した地域活動～キッズ 

タウンの事例を通して～」 

講師として金城学院大学生活環境学部生活マネジメント学科准教 

授の小田奈緒美氏をお迎えし、女性の地域活動と選挙啓発をテーマ 

にしたお話しをしていただいた 

中川区地域女性活動促進事業実行委員会・明るい選挙中川区推進 

協議会・中川区選挙管理委員会の共催で実施 

日時：令和 5 年 11 月 21 日（火） 

場所：中川区役所講堂 

参加者１１４名 中川区 

〇区における男女平等参画推進事業＜港区＞ 

「いまこそアップデート！わたしたちの絆～涙と笑いの陸前高田 

市「はまかだ運動」から～」 

陸前高田市での本市保健師活動経験から被災地での女性活躍の実 

例、災害時に備え日頃からの男女平等参画意識の醸成についての講 

演を行った 

講師：日高 橘子 氏 

日時：令和 6 年 2 月 22 日（木）午後 1 時 30 分～午後 3 時 30  

   分 

参加者１５９名 港区 

〇区における男女平等参画推進事業＜南区＞ 

今日から実践！パパと楽しむ絵本の世界 

趣旨：男性の育児・家事を担う意識の醸成を図るため、子育て中の男 

性とその子ども（未就学児）を対象とした、絵本の読み聞かせ 

イベントを開催した。絵本の読み聞かせを通して親子のふれあ 

いを楽しんでいただくことを中心に、自宅に帰った後、すぐに 

取り入れることができるよう、読み聞かせの実践と講師による 

アドバイスの機会を設けた。また、育児・家事全般に関して抱 

える悩みの共有・助言も行なった 

日時：令和６年３月２３日（土）①午後１時半～２時半 ②午後 3 時 

～４時 

場所：南図書館 集会室 

参加者３７名 南区 

〇区における男女平等参画推進事業＜守山区＞ 

題目：守山区避難所運営リーダー研修  

日時：令和 5 年 12 月 9 日（土）9:00～12:00  

講師：認定特定非営利活動法人 愛知ネット 横山辰夫さん 

内容：「避難所運営における性別によるニーズの違い」や「固定的性別 

役割分担意識の解消」といった、災害時における男女平等参画 

の視点について考える機会となるよう、講義とワークショップ 

を実施  

参加者６７名 守山区 
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〇区における男女平等参画推進事業＜緑区＞ 

題目：災害時には何が起きる？～男女平等参画の視点から～ 

日時：令和 6 年３月１２日（火）13：00～15：30 

講師：名古屋みどり災害ボランティアネットワーク代表岡田雅美さん 

内容：【「災害時に何が起きる？」の講演】 

代表の岡田雅美さんにより 1 月の能登半島地震を含め、    

災害発生時の写真を用いて、女性視点での体験を披露した   

【自分たちができる避難所運営ワークショップ】 

２グループに分かれてオリジナルＨＵＧを実施した。用いるカ 

ードを工夫して女性視点を取り入れた運営を体験した 

参加者 7 名 緑区 

〇区における男女平等参画推進事業＜名東区＞ 

「名東区男女平等参画の集い」 

題目：「大切な地域や家族を守るために 

    ～男女平等参画の視点を取り入れた防災を考える～」 

日時：令和 6 年 2 月 3 日（土）午後 2 時～4 時 

会場：名東区役所講堂 

講師：エンジェルランプ 代表 椿 佳代 氏 

内容：①災害時に活躍できる地域の女性リーダー像とは 

   ②女性の視点を入れた避難所運営ができるように 

参加者２６名 名東区 

〇区における男女平等参画推進事業＜天白区＞ 

愛知淑徳大学非常勤講師の中島美幸さんより、映画の解説を含めた 

講演会を行っていただいた後、映画「かもめ食堂」の上映を行った 

依然として、性の違いによる家庭内や社会での役割分担が固定化され 

てしまっている現状において、「かもめ食堂」の登場人物のように、自 

分らしい自由な生き方について今一度立ち止まり考えることの重要 

性について意識啓発を実施した 

参加者１１３名 天白区 

31 男女平等参画

についての情

報提供 

○メールマガジン「イーブルなごや通信」の配信 

 ・男女平等参画推進センターの事業等の情報を登録者に配信 

12 回配信 メールマガジンの配信 

12 回 

ホームページでの情報提供 

イーブルなごやホームページ 

女性活躍応援企業見える化サ

イト 

名古屋国際センターでの情報

提供 

イーブルなごや図書資料室 

図書の貸出数 2,320 冊 

スポ—ツ市民局 

○女性活躍応援企業見える化サイト 

 女性活躍に取り組む企業の紹介や、男女平等参画に関する講座等の

情報提供 

アクセス数 

56,577 件 

スポ—ツ市民局 

○男女平等に関する啓発資料の提供（男女平等参画推進センター） 

 男女平等に関する啓発資料の収集・整理を行い、男女平等参画推進

センター１階情報フロアや活動コーナーにおいて開架式で展示し、情

報提供 

実施 スポ—ツ市民局 

○市公式ウェブサイトに「男女平等参画推進室」のページを設け情報提 

供 

 市公式ウェブサイトに男女平等参画推進室のページを設け、広く男 

女平等参画に関する情報発信を実施 

実施 スポ—ツ市民局 

○イーブルなごやのホームページ運営 

 イーブルなごや（男女平等参画推進センター・女性会館）の紹介や

事業の案内、市民活動団体の情報などの発信及び提供を実施 

アクセス数 

55,574 件 

スポ—ツ市民局 

○市公式ウェブサイトにおいて仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ 

ランス）の推進に向けた情報提供を実施 

実施 経済局 

○相談窓口の周知 

 名古屋国際センターHP および各種 SNS（Facebook、X、 

Instagram）にて周知 

実施 観光文化交流局 

○図書館資料室等の運営（女性会館） 

 主として女性教育・女性問題に関する図書・資料を中心に収集し、

レファレンス（学習相談）を実施 

 主催事業に関連したテーマや時宜にかなったテーマで図書・資料の

企画展示（ブックフェア）を実施 

・貸出利用者数 803 人 

・貸出利用利用冊数 1,853 冊 

・ブックフェア実施回数 4 回 

貸出利用冊数 1,853 冊 教育委員会 

32 男女平等参画

についての職

員研修 

○男女共同参画に関する職員研修の実施 

総務局人事課人材育成係で実施した職員研修において、階層別に実 

施する基本研修を中心に、男女共同参画や女性の人権をテーマにした 

研修を実施した 

新規採用者研修 

・開催時期 令和 5 年 4 月 

・対象   令和 5 年度新規採用者 

5 年目職員研修（e-ラーニング） 

・開催時期 令和 5 年 8 月 

・対象   平成 31 年度採用の職員 

係長昇任研修（e-ラーニング） 

・開催時期 令和 5 年 11 月 

・対象   令和 4 年度係長昇任選考に合格した職員 

新任課長研修（e-ラーニング） 

・開催時期 令和 5 年 5 月 

・対象   令和 5 年度課長級昇任者 

人権指導者養成研修 

・開催時期 令和 5 年 7 月 

・対象   各局受講希望者 

新規採用者研修 662 人 

5 年目職員研修 613 人 

係長昇任研修 291 人 

新任課長研修 137 人 

人権指導者養成研修 30 人 

研修の実施 

新規採用者研修 626 人 

新任係長研修 243 人 

新任課長研修 135 人 

人権指導者養成研修 39 人 

総務局 

33 国際理解促進

についての情

報提供・啓発 

○講演会、セミナー等（男女平等参画推進センター） 

 講座数：1 講座 1 回 

 参加者：148 人（女性 132 人、男性 16 人） 

1 回 

148 人 

講座の実施 

男女平等参画推進センター 

1 回 

スポ—ツ市民局 
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２—⑨ 学校等における男女平等参画に向けた教育・学習の推進 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

34 男女平等参画

の視点に立っ

た人権教育の

推進 

○指導資料「学校における人権教育をすすめるために～実用編～」等の 

活用状況や指導する上での課題や問題点等の把握をする 

実施 教材等の活用 教育委員会 

〇市内小中学校における人権教育推進校による研究活動の推進 

 ・平成２５年度に作成した「学校における人権教育をすすめるために 

  ～実用編～」を人権教育という観点から、取り組む手引きとして活 

用する 

・令和２年度に改定した「人権教育の手引き」と平成 29 年度に改定 

した「人権教育の手引き 実践編」を、様々な人権問題に対する正 

しい理解と認識を深めるための参考資料として活用する 

実施 教育委員会 

○学級名簿、出席簿、卒業証書台帳、分団名簿等を男女混合にして作成 

・校長連絡会の場なども活用しながら、性別による固定的な役割分担 

意識の解消と個性の尊重という観点から、男女混合名簿の実施を始 

め、不必要な男女区別の解消に努める 

実施 教育委員会 

35 男女平等教材

を活用した教

育・学習の推

進 

【重点】 

○中学生向け男女平等ハンドブックの配布・活用 

 男女の平等な生き方を考えるための資料として、男女平等ハンドブ

ック「『自分らしく』を大切に」を名古屋市内の中学１年生全員に配布 

20,700 部 小・中学生向け男女平等 

ハンドブックの配布 

保護者・保育者向け幼児 

期の男女平等参画啓発資 

料の市公式ウェブサイト 

等での周知 

デートＤＶリーフレット 

の配布・活用 

スポ—ツ市民局 

○小学生向け男女平等ハンドブックの配布・活用 

 「誰もがかけがえのない大切な存在」であることを理解してもらう

ための資料として、男女平等ハンドブック「たいせつなこと」を名古

屋市内の小学 2 年生全員に配布 

20,650 部 スポ—ツ市民局 

〇保護者保育者向け幼児期の男女平等参画啓発資料の市公式ウェブサ 

イト等での周知 

乳幼児に関わる保育者向け男女平等参画啓発資料「子どものいろい 

ろ大切に…見つけよう！子どもの個性 広げよう！子どもの可能性  

－みんなで考える男女平等参画－」を作成し、市公式ウェブサイト等 

で周知 

実施 スポ—ツ市民局 

○若年層向け男女平等参画ハンドブック・ポスターの作成・配布・活用 

デートＤＶリーフレットの作成 

高校生･大学生等の若年層を対象としたデート DV の啓発資料を作成 

市立高校の 1 年生及びその保護者に配布 

13,000 部 スポ—ツ市民局 

○若年層向け男女平等参画デートＤＶリーフレットの配布・活用 実施 教育委員会 

36 男女平等参画

の視点に立っ

たキャリア教

育等の推進 

【重点】 

○ジェンダー関連科目の開講 

 人文社会学部専門教育科目及び大学院人間文化研究科（博士前期課

程）においてジェンダー関連科目を開講した 

・人文社会学部専門教育科目 

 マイノリティと共生  履修者１００名 

 ジェンダーと歴史社会 履修者４３名  

・大学院人間文化研究科 

  ジェンダー・福祉・社会学（１）：履修者 ２名 

 ジェンダー・福祉・社会学（２）：履修者 ３名 

 ジェンダー／セクシュアリティ研究 A：履修者 2 名 

実施 中学生に対する職場体験 

学習活動の実施 

高校生に対する就業体験 

学習活動の実施 

子どもライフキャリアサ 

ポートモデル事業の実施 

市立大学での講義の実施 

総務局 

〇男女共同参画に関する一般教養科目の実施 

 名市大ダイバーシティ推進センターがプロデュースする大学特色

科目を開講した 

・前期「地域社会で活躍する女性」履修者 136 人 

・後期「ワーク・ライフ・バランスとダイバーシティ」 履修者 125 

  人 

実施 

履修者数 

261 人 

総務局 

○名古屋市立大学生インターンシップ派遣 

（人文社会学部）  

ESD インターンシップ実習２ 履修者 1 名 

実施（人文社会学部） 

ESD インターンシップ実習 

履修者 1 名 

総務局 

○中学生に対し、職場体験学習活動を実施 

 キャリア教育の一環として適切な勤労観や職業観を養わせるため、

職場体験活動を実施する。職場訪問や、職業人を講師として招聘し、

生徒の意識を高揚させた上で、職場体験学習を実施する。全校が円滑

に職場見学、職場体験ができることを目指す 

○高校生に対し、就業体験学習活動を実施 

 職業に関する学科（家庭・商業・工業・総合学科）に学ぶ生徒を中

心に就業体験学習を推進し、専門に関する学習の深化を図るととも

に、就業体験を通して望ましい勤労観・職業観を養い、自己の個性を

理解し主体的に進路を選択する能力・態度の育成に資する 

実施 教育委員会 

○男女平等参画の視点に立つ主体的な進路・職業選択能力の育成 実施 教育委員会 

○教科｢家庭｣での指導 

 「家庭科」の目標に基づいた教科指導 

  人間の生涯にわたる発達と生活の営みを総合的にとらえ、家族・家 

庭の意義、家族・家庭と社会とのかかわりについて理解させるととも 

に、生活に必要な知識と技術を習得させ、男女が協力して主体的に家 

庭や地域の生活を創造する能力と実践的な態度を育てる 

実施 教育委員会 

〇学校におけるキャリア支援 

 子どもが夢や目標に向かって自ら踏み出せる力を身に付けること

ができるよう、キャリアコンサルタントを「キャリアナビゲーター」

として配置し、キャリア教育の幅広い推進とキャリアプランニングを

応援 

中学校72校 高等学校14校 

特別支援学校 4 校 

※中学校のうち、30 校は令和

5 年 10 月から配置 

教育委員会 
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〇小中学生起業家育成事業 

 小中学生の起業意識の醸成や起業家的資質の向上を図るため、成長

段階に応じた育成プログラムを実施 

  

小学生対象 

・初級コース ６２２人 

・上級コース １５１人 

・トワイライトスクール（モデ 

ル事業）３２２人 

中学生対象 

・初級コース ３３９人 

・上級コース ２１８人 

経済局 

○高校生スタートアップ創出促進事業 

 次代を担う起業家の創出を促進するため、市内在住・在学の高校生

を対象とした実践的な起業家育成プログラムを実施 

・講演会参加者数 １１４人  

・実践的スタートアップ育成  

プログラム参加者数 ３０人 

経済局 

37 男女平等参画

についての教

員等への研修 

【重点】 

○保育士の男女平等参画意識向上のための研修 

 公立・民間保育所等の職員を対象に、職種別研修、テーマ別研修及

び経験年数に応じた研修を実施 

 これらの研修の中において、男女共同参画に関する内容を含んだ研

修を実施 

・新規採用者研修（第２回）     ２９８名 

・中堅前期研修           ３９４名 

・人権保育研修           １３３名 

・次席・主任・リーダー研修（第１回）２１４名 

・専門研修（第３回）        ６６４名 

・新規事業者等各種ガイドライン研修   ３６名 

・多文化共生保育研修         ３２０名 

延べ年７回実施 

参加者数延べ ２,０５９名 

研修の実施 

教員 13 回 

保育士 6 回 

放課後児童支援員等 

6 回 

  

  

  

子ども青少年局 

○放課後児童支援員等への研修の中において、男女平等参画の内容も含 

んだ研修を実施 

＜研修実績＞ 

 ・放課後児童クラブ指導員等研修（2 回）  

 ・運営スタッフ研修 

 ・指導者研修（２回） 

 ・ＡＰ研修（２回） 

年７回 延べ 648 人が参加 子ども青少年局 

○基本研修・経営研修の実施 

 基本研修・経営研修の中の「人権教育研修」の一環として、「男女平

等意識の醸成のための内容」に触れた講演を実施 

 経営研修の新任校（園）長を対象とする校（園）長研修会において

は、男女平等参画に関する講演を実施 

○基本研修 

・新規採用学校事務職員研修会「人権と教育」（4 月 19 日～動画視 

聴・新規採用学校事務職員） 

・教育研究員「人権と教育」（7 月 21 日～動画視聴・名古屋市教育研 

究員） 

・高等学校教職経験者研修会[高校５年研] 

・高等学校養護教員経験者研修会[高校養護５年研]「人権と教育」（5 

月 16 日・経験年数５年目の高校教諭、高校養護教諭） 

・初任者研修会 

・新規採用養護教員研修会 

・高等学校初任者研修会 

・高等学校新規採用養護教員研修会 

・新規採用栄養教員研修会「人権と教育」（4 月 21 日～動画視聴・新 

規採用教諭・新規採用養護教諭・新規採用栄養教諭） 

・養護教員経験者研修会（Ⅰ）「人権と教育」（8 月 1 日～動画視聴・ 

経験年数５年目の養護教諭） 

・教職経験者研修会[５年研]「人権と教育」（7 月 21 日～動画視聴・ 

経験年数５年目の教諭） 

・中堅教諭等資質向上研修［１０年研] 

・高等学校中堅教諭等資質向上研修［高校１０年研］「人権と教育」（7 

月 21 日～動画視聴・経験年数１０年目の教諭･高校教諭） 

・学校事務職員経験者研修会［事務８年研］「人権と教育」（8 月 1 日 

～動画視聴・経験年数８年目の学校事務職員） 

・養護教員経験者研修会（Ⅱ）[養護１０年研] 

・高等学校養護教員経験者研修会（Ⅱ）[高校養護１０年研]「人権と 

教育」（8 月 1 日～動画視聴・経験年数 10 年目の養護教諭、高校 

養護教諭） 

・栄養教員経験者研修会（Ⅱ）「人権と教育」（7 月 21 日～動画視聴・ 

１０･１１年目の栄養教諭） 

・ミドルリーダー研修「人権と教育」（7 月 21 日～動画視聴・ミドル 

リーダー研修受講者） 

○経営研修 

 ・学校運営研修会（Ⅱ）「人権と教育」（7 月 26 日～動画視聴・新任 

校務主任）  

 ・学校運営研修会（Ⅰ）「人権と教育」（7 月 24 日～動画視聴・２年 

目の教務主任、幼稚園主任） 

実施 教育委員会 

〇幼稚園研修 

・幼稚園新規採用教員研修会「人権と教育」 

（7 月 26 日～8 月 23 日 動画配信・新規採用教諭） 

・幼稚園教職経験者研修会［５年研］「人権と教育 」 

（7 月 21 日・経験年数 5 年目の教諭） 

・幼稚園中堅教諭等資質向上研修［１０年研］「人権と教育」 

（7 月 21 日～8 月３１日 動画配信・経験年数１０年目の教員※ 

教育センターと合同）  

実施  教育委員会 
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38 学校等におけ

る健康教育 

○若年層への男女平等出張講座の実施 

 イーブルなごや相談室による出張講座を実施 

 ・講座数：1 回 

 ・参加者：139 人 

1 回 

139 人 

講座等の実施 15 回 

性教育の実施 

  

  

スポーツ市民局 

○性教育 

 体育科、保健体育科や特別活動の時間などを通して、心身の発達、

生命誕生の仕組み、男女の特性などを理解し、性に対する認識を深め、

自他の生命を尊重する態度を養うことをめざした指導を行う 

実施 教育委員会 

○市内高校への出前講座の実施 

男女平等参画・社会的性別(ジェンダー)・デートＤＶ等に関する出 

前講座の実施 

「お互いを大切にすること」  

 ・講座数：８講座 

 ・参加者：2,733 人（性自認別内訳：女性 788 人、男性 1,266 人、 

その他 15 人、回答しない 90 人、無回答 574 人） 

出前講座 7 校 8 回 教育委員会 

      

２—⑩ 地域・家庭における男女平等参画に向けた学習の推進 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

39 男女の生き方

を考える学習

機会の提供 

○男女の生き方や女性のエンパワーメントのための講座・セミナー等の 

実施（男女平等参画推進センター） 

「女性起業家ビギナーズサロン〈第 10 期〉」始め 

講座数：18 講座 39 回 

参加者：878 人（女性 748 人、男性 110 人、不明・その他 20 人） 

39 回 

878 人 

講座等の実施 

男女平等参画推進センター 

25 回 

女性会館 16 回 

生涯学習センター 

16 回 

家庭教育セミナーの実施 

学習相談 411 件 

  

  

  

スポ—ツ市民局 

○区事業における男女平等参画啓発資料の配布・啓発 

 ・ジェンダーパネルの貸し出し 1 区 

１区 スポ—ツ市民局 

〇学習相談（女性会館） 122 件 教育委員会 

○講座・事業等の実施開催（女性会館） 

・主催講座事業 

  男女共同参画社会の実現に向けて、女性のエンパワーメントにつ 

ながる学習機会を提供。また、生涯学習者の一人として自分らしく

生きるために、生活の中の課題をさぐりながらその課題を認識する

とともに、課題解決に向けて、主体的な力を身につけるための系統

的・継続的な自主学習につながる契機として講座を開催 

・前期講座（令和５年 5 月～令和５年 9 月） 

  「女性がカラダの調子と向き合うために」はじめ 8 講座 

  定 員：20～30 人（女性又は男女対象） 

  各講座：３～５回（計 33 回） 

  学習者：126 人（女性 126 人、男性 0 人） 

 ・後期講座（令和 5 年 10 月～令和 6 年３月） 

  「難聴者等支援ボランティア養成講座 1」はじめ 8 講座 

  定 員：20～30 人（女性又は男女対象） 

  各講座：3～5 回（計 35 回） 

  学習者：113 人（女性 110 人、男性 3 人） 

主催講座 16 講座 教育委員会 

○家庭教育セミナー 

 市立小中学校・幼稚園・特別支援学校の PTA 等に企画・運営等を

委託し、年１回以上、各学校の体育館・会議室などで家庭教育に関す

る講演会や親としてのあり方を話し合う場を設けることにより、主体

的に家庭教育について考える機会を提供する 

参加 PTA 数：３７９ 

幼稚園２０ 

小学校２４９ 

中学校１０７ 

特別支援学校３ 

延べ参加者数１７，４５８人 

教育委員会 

○講座・事業の開催（各区生涯学習センター） 講座等事業数 16 教育委員会 

40 女性の学習グ

ループ等の支

援 

○女性学習活動研究委託 

 女性の自主的な学習活動を定着させるとともに、よりよい学習をす

すめる活動の研究を市内の女性の団体、グループに委託 

・対象：市内在住・在勤・在学成人女性 

    10 人以上で構成された団体・グループ 

・委託期間：令和５年 6 月～12 月 

・委託団体数：２５団体 

委託団体 

２５団体 

女性学習活動研究委託 

委託団体数 30 団体 

なごや女性カレッジ 

3 講座 

グループ活動支援事業の実施 

イーブルなごや・フェスティバ

ルの開催 

研修会・交流会 10 回 

  

  

  

  

教育委員会 

○なごや女性カレッジの実施（女性会館） 

 愛知淑徳大学と共催し、女性のエンパワーメントを高めるとともに

女性リーダーの育成を図る講座を実施 

・開催期間：令和 5 年 11 月 6 日（月）～12 月 4 日（月） 

・学習者：女性 18 人（延べ 77 人） 

講座 5 回 

延べ 77 人 

教育委員会 

○グループ活動支援事業（女性会館） 

 男女共同参画につながる活動や、女性の自己実現に向けた活動をし

ている団体・グループの発展をめざし、研修会や活動発表、交流の場

を開設。また団体・グループの自主的な交流会等を支援 

実施 教育委員会 

○イーブルなごや・フェスティバルの開催（女性会館） 

 ・開催期間：令和５年５月 26 日（金）～６月 24 日（土） 

 ・内 容：展示、グループ活動支援事業 

実施 教育委員会 

○研修会・交流会の開催（女性会館） 

・難聴者等支援ボランティア研修会 2 回 

・点訳ボランティア研修会 1 回 

・託児ボランティア研修会 5 回 

・子育てグループ交流会 2 回 

研修会・交流会 10 回 教育委員会 

35



       

２—⑪ 男女平等参画推進のための調査研究及び情報収集・提供 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

41 男女別の統計

資料の作成 

○統計資料の一部として、男女別に集計し、インターネット及び刊行物

で提供 

インターネット  

・人口動向調査（毎月及び年集計） 

・令和 3 年経済センサス-活動調査（確報）産業別集計「卸売業・小 

  売業」（6 月） 

・令和 3 年経済センサス-活動調査（確報）結果の概要（10 月）  

・令和 4 年就業構造基本調査結果（名古屋の就業構造）（10 月） 

・令和 5 年度学校基本統計 名古屋の学校（3 月） 

刊行物  

・統計でみた名古屋のスケッチ（12,300 部 7 月） 

・名古屋市国勢調査データブック（130 部 7 月） 

・名古屋市小地域集計結果（130 部 9 月） 

・名古屋市統計年鑑（210 部 3 月）  

・名古屋の事業所・企業（75 部 3 月） 

実施 実施 総務局 

42 調査・研究 ○調査研究事業 

 名古屋商工会議所と共催で、企業を対象とした「女性の活躍推進に

係るアンケート調査」を実施 

・回答企業数：377 社 

実施 男女平等参画に関する基 

礎調査の実施 

  

  

スポ—ツ市民局 

○市政世論調査、市政アンケート等の実施 実施 スポーツ市民局 

○データ公開・活用の推進 

・男女平等参画に関する調査結果の詳細データなどを市公式ウェブサ 

イトや印刷物で情報を提供 

実施 スポ—ツ市民局 

43 男女平等参画

白書の公表 

○「名古屋市男女平等参画基本計画 2025 推進状況報告書」 

「名古屋市男女平等参画基本計画 2025」による施策の推進状況に 

ついて、令和４年度事業実績に係る年次報告書を作成 

・「名古屋市男女平等参画白書」作成 

「名古屋市男女平等参画基本計画 2025 推進状況報告書」と合冊 

・男女平等参画推進室ホームページに報告書を掲載 

実施 作成・公表 スポ—ツ市民局 
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＜目標３＞方針決定過程への女性の参画拡大 

３—⑫ 市政等における女性の方針決定過程への登用推進 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

44 審 議 会 等 へ

の 女 性 委 員

の登用促進 

【重点】 

○審議会等への女性委員の登用促進（目標値 40％以上 60％以下） 

 「名古屋市審議会等委員への女性の登用の促進に関する要綱」に基

づき、 名古屋市男女平等参画推進協議会を通じて、全庁的に審議会

等への女性委員の登用促進を図るとともに、改選審議会へ働きかけを

行った 

35.8％ 

総委員数 1,976 人 

女性 708 人 

（令和 6 年４月 1 日時点） 

登用推進 

登用率 34.9% 

（令和 2 年 4 月） 

スポーツ市民局 

○審議会の委員の選任に関する要綱等の運用 

 平成 14 年に制定した「名古屋市審議会の委員の選任に関する要綱」

に基づいて、在任期間や兼職数の上限など委員の選任についての基準

を定め、より幅広い方々に委員として参画できる環境の整備に努めた 

実施 スポーツ市民局 

○女性委員ゼロ審議会解消 

 名古屋市男女平等参画推進協議会により引き続き庁内推進体制を

敷き、令和 2 年度 40％以上 60%以下の目標達成及び女性委員ゼロ

審議会解消のため、審議会ごとの数値目標と年次計画に基づき働きか

けを行った 

実施 スポーツ市民局 

45 市 職 員 の 管

理 職 等 へ の

女 性 の 登 用

促進 

【重点】 

○役付職員の人事異動の実施 

 引き続き、女性職員の職域拡大などによる女性職員の管理職等への

積極的な登用を進めることで、市政における方針の決定過程への女性

の参画の拡大に努めた 

 また、登用に向けた取組等について、市公式ウェブサイト等にて公

表した 

市職員の女性管理職員数 

（消防職及び教員を除く全職

種） 

 178 人 

（令和 6 年４月１日時点） 

市役所での登用促進 

市職員の女性管理職員の割合  

（全職種） 

14.2%（令和 2 年 4 月） 

市立小中特別支援学校の校

長・教頭に占める女性の割合  

16.4%（令和 2 年 4 月） 

係長昇任選考受験率（全職種） 

女性 6.6%  

男性 11.9% 

総務局 

○「第 2 次試験受験延期制度」について、引き続き周知を行った 

○「昇任延期制度」及び「一時降任制度」を令和３年度より実施 

女性の係長昇任選考受験率 

（消防職及び教員を除く全職

種） 

5.0％ 

人事委員会 

総務局 

○市教員の人事異動の実施 

○将来の女性候補者の育成に取り組み、積極的に女性管理職の登用を 

 進める。また、16 区全区に女性校長及び女性教頭を配置する 

○教務主任女性比率を高めることを通じて、管理職女性比率を高めて 

 いくよう努める 

市立小中特別支援学校の校長・

教頭に占める女性の割合 

１９．２％ 

（令和６年４月 1 日時点） 

教育委員会 

46 市 立 大 学 に

お け る 女 性

の活躍促進 

○市立大学における女性教員比率向上のためのポジティブ・アクション 

・各部局における行動計画（令和 5 年度分）を策定し、教員公募の際 

に、女性研究者の積極的応募を歓迎する旨の文言を付け加えるなど

の取り組みを実施した 

・子育てや介護等を行う教員への研究支援員の配置やワーク・ライフ・ 

バランス相談室による相談事業など、教育・研究と子育て等の両立 

ができる就業環境整備を引き続き推進した 

・関係委員会における女性教員比率の報告し、一層の意識啓発を図っ 

 た 

女性教員比率 

26.1% 

（令和 6 年４月 1 日時点） 

市 立 大 学 の 女 性 教 員 比 率 

22.6%（令和 2 年 4 月） 

総務局 

47 市 女 性 職 員

の能力開発・

活用推進 

○キャリアアップ推進研修 

 管理監督者として求められる役割・能力・知識等を身に付け、行政

経営能力の向上を図るため、全国市町村国際文化研修所が主催する、

管理監督者を対象とする研修へ係長級等の行政職女性職員を派遣す

る「キャリアアップ推進研修」を実施した 

・内容 ｢女性リーダーのためのマネジメント研修｣（５日間） 

・回数 1 回 

・対象 係長級（有資格者含む）の行政職女性職員 

1 人 キャリアアップ推進研修  

1 回  

女性職員の活躍推進研修 

1 回  

メンター制度の試行実施 

メンター養成研修 

1 回 

  

  

総務局 

○女性職員のキャリアデザイン研修 

先輩職員との意見交換を実施した 

・開催日 令和 5 年 8 月 25 日 

○女性職員のリーダーシップ研修 

副市長の講話や、女性役職者との意見交換など、活躍されている先 

輩女性職員の経験談やアドバイスを聞き、自身の抱える悩みの棚卸し 

や目指す姿を考える 

・開催日 本研修：令和 5 年 6 月 2 日 

フォローアップ研修：令和 6 年 2 月 9 日 

○メンター養成研修 

 直属の上司・職員とは異なる職員（メンター）からの助言等により 

職員（メンティ）のキャリア形成等を側面から支援するため「名古屋 

市職員メンター制度」を実施することに伴い、研修を実施した 

・開催日 令和 5 年 7 月 19 日 

女性職員のキャリアデザイン

研修 32 人 

女性職員のリーダーシップ研

修 46 人 

メンター養成研修 16 人 

総務局 

○一般職員の人事異動の実施 

 引き続き、一般職員の人事異動において、男女の区別なく、個人の

能力と適性に応じた人事配置に努めた。また、個々の職場においては、

性別に偏らない職務分担となるよう努めた 

実施 総務局 

      

３—⑬ 地域社会における女性の方針決定過程への参画拡大 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

48 地 域 活 動 の

委 員 に お け

る 方 針 決 定

過 程 へ の 女

性 の 参 画 促

進 

○区政協力委員制度の運営 

 市区政の情報を市民に伝達し、住民の市区政に関する意見を反映さ

せるなど、市区及び住民相互の連絡を密にして、市区政への関心を高

め、積極的な参加を図るとともに、各種市民運動を推進する 

 区政協力委員協議会で「男女平等参画」に関する啓発資料を配布す

るなど、女性委員の登用についての理解と周知を図る 

20.9％ 

（令和 6 年４月１日時点） 

学区委員長女性比率 

3.4%（平成 30 年 4 月 1 日） 

単位民生委員協議会会長 

女性比率 

57.5%                      

保健環境委員学区会長の女性

率  

41.4% 

  

スポーツ市民局 

○民生委員、児童委員における役職者数 

 市民生委員児童委員連盟に男女平等参画に関する啓発資料の配布

依頼するなど、民生委員・児童委員に対し周知を図る 

単位民生委員協議会会長 

267 人 

女性会長 167 人（62.5％） 

（令和６年 3 月末現在） 

健康福祉局 
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○保健環境委員における役職者数 

 一斉改選で、学区代表における女性委員登用を促進するため、市保

健環境委員会へ働きかけを行う 

 また、市保健環境委員大会などの機会に「男女平等参画」に関する

啓発資料を配布し、保健環境委員に対し周知を図る 

46.1% 

（学区会長の女性率） 

健康福祉局 

49 地 域 活 動 に

お け る 女 性

リ ー ダ ー 育

成 の た め の

学 習 機 会 の

提供 

○女性国内研修の実施 

他都市の女性施設・女性団体活動状況の視察や交流を通して、団体 

活動の視野を広げて今後の活動につなげるとともに、リーダーとして 

の資質向上を図る 

・開催日：令和５年 9 月 

・研修先：横浜市・川崎市 

・内 容：女性団体と女性施設学習交流 

事前研修、事後研修、報告会 

・対 象：女性団体の指導者 

・参加者数：４人（女性） 

・実施回数：研修会 3 回、報告会 1 回 

参加者数４名 女性学習団体リーダー研修 

2 回 

女性団体指導者研修 

5 回 

女性学習活動研究委託 

委託団体数 30 団体 

女性団体への支援 

教育委員会 

○女性学習団体リーダー研修会の実施 

  社会の変化に対応した課題など幅広く多様な分野に視野を広げ 

 た学習ができるよう参加体験学習会等を開催する 

 ・開催日：令和５年 6 月、令和６年 2 月 

 ・会 場：イーブルなごや（女性会館） 

 ・内 容：参加体験学習、活動発表 

 ・対 象：女性学習活動研究委託団体の 

      リーダー及び市民一般 

２４６名 教育委員会 

○女性団体指導者研修会の実施 

 女性の団体・グループの指導者を養成するため、女性の団体・グル

ープの指導者、指導者候補を対象に研修を実施する。成果物の活動発

表や情報発信を行う 

・開催日：令和５年 6 月～7 月 

・会 場：イーブルなごや(女性会館) 

     中生涯学習センター 

・内 容：講義、実践、発表 

・対 象：女性団体・グループの指導者、 

     指導者候補 

・実施回数：5 回 

・参加者数：18 人 

研修５回 

延べ 90 名 

教育委員会 

○女性学習活動研究委託 

 女性の自主的な学習活動を定着させるとともに、よりよい学習をす

すめる活動の研究を市内の女性の団体、グループに委託 

・対象：市内在住・在勤・在学成人女性 

    10 人以上で構成された団体・ 

    グループ 

・委託期間：令和５年 6 月～12 月 

・委託団体数：２５団体 

委託団体 

２５団体 

教育委員会 

○女性団体への支援（事業共催、事業補助） 

 女性による学習活動が全市的に幅広く効果的に行われるように、全

市的規模で学習活動を実施している女性で構成される社会教育関係

団体に対して支援を実施する 

・内容：共催 学習活動  １件 

    補助 広報紙発行 １件 

       ボランティア活動 １件 

       体育活動  １件 

・対象：全市的規模で学習活動を実施する女性で構成された社会教 

    育関係団体 

共催 1 件 

補助３件 

教育委員会 

      

３—⑭ 企業における女性の方針決定過程への参画拡大 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

50 女 性 の 活 躍

推 進 企 業 認

定・表彰制度 

（ ロ ー ル モ

デルの発信） 

【重点】 

○女性の活躍推進企業の認定・表彰を実施 

・新規認定企業 17 社（表彰企業 1 社） 従業員表彰 2 人 

 （累計）認定企業 190 社 個人表彰 32 人 

・女性の活躍推進 チャレンジ企業認証部門 4 社 

 （累計）51 社 

認定企業 190 社 

従業員表彰 32 人 

中小企業認証 51 社 

認定企業 130 社 

個人表彰 24 人 

中小企業部門 25 社 

スポーツ市民局 

51 女 性 管 理 職

養成・交流の

支援 

○女性の管理職養成のための講座、セミナーを実施（男女平等参画推進 

センター） 

 ・講座数：2 講座 6 回 

 ・参加者：137 人（女性 137 人） 

○「男女平等参画推進会議（イコールなごや）」に参加する経営者諸団体 

との意見交換を進めた 

6 回 

137 人 

講座等の実施 

4 回 

スポーツ市民局 
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＜目標４＞雇用等における女性の活躍とワーク・ライフ・バランスの推進 

4—⑮ 雇用主及び労働者（管理職・従業員等）への男女平等に向けた啓発 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

52 女性の活躍推

進企業認定・

表彰制度（企

業部門） 

【重点】 

○女性の活躍推進企業の認定・表彰を実施 

・新規認定企業 17 社（表彰企業 1 社） 従業員表彰 2 人 

（累計）認定企業 190 社 個人表彰 32 人 

・女性の活躍推進 チャレンジ企業認証部門 4 社 

（累計）51 社 

認定企業 190 社 

従業員表彰 32 人 

中小企業認証 51 社 

認定企業 130 社 

個人表彰 24 人 

中小企業部門 25 社 

スポーツ市民局 

53 女性の活躍に

向けた中小企

業への啓発 

【重点】 

○女性の活躍推進企業の認定・表彰を実施 

・チャレンジ企業認証部門 4 社 

 （累計）51 社 

〇男女平等参画推進センターの企業向け研修において 

 「女性の活躍推進企業認定・表彰制度」や「女性活躍応援企業見え

る化サイト」を情報提供、女性も男性もともに働きやすい職場環境・

風土の改善のための研修 

実施 企業向け研修 3 回 

女性活躍応援企業見える 

化サイトでの情報提供 

  

スポーツ市民局 

○女性活躍応援企業見える化サイト 

 女性活躍に取り組む企業の紹介や、男女平等参画に関する講座等の

情報提供 

アクセス数 

56,577 件 

スポーツ市民局 

54 雇用等に関す

る相談事業 

○労働相談の実施 

 市民からの労働問題に関して、専任の相談員 1 名が面談、電話又

はＥメールで随時対応 

・労働相談件数 ４２６件 

相談件数４２６件 労働相談件数 383 件 経済局 

55 雇用等におけ

る男女平等に

関する情報提

供 

○女性活躍応援企業見える化サイト 

 女性活躍に取り組む企業の紹介や、男女平等参画に関する講座等の

情報提供 

アクセス数 

56,577 件 

女性活躍応援企業見える化サ

イトでの情報提供 

女性活躍推進企業と女子大学

生の交流会 3 大学 

企業展等でのＰＲの実施 

市公式ウェブサイト等におけ

る広報啓発 

  

  

スポーツ市民局 

○女性労働情報提供の実施（男女平等参画推進センター） 

・女性労働情報提供の実施 

  イーブルなごや１階の情報フロアや活動コーナーにおいて、女性 

労働に関する資料等の提供、ハローワークの求人情報コーナーを設

置、また、国や他自治体のチャレンジ支援を実施している関係機関

の情報を一元的に提供するためのコーナーを設置 

〇女性活躍推進企業と大学生の交流会 

 大学へ出張し、大学生と女性活躍推進企業で働く女性社員によるワ

ークショップ形式の交流会を開催 

・実施回数：3 回 

・参加者数：269 人 

〇就職展等での PR 事業 

 就職展等において女性の活躍推進企業認定・表彰制度や女性活躍推

進企業の PR を実施 

実施 スポーツ市民局 

○勤労全般に関する情報や資料を収集し、労働団体を始め広く市民に対

し、市公式ウェブサイト等において広報啓発に努める 

・労働情報なごやの発行（年４回） 

・勤労者ガイドブックの発行 

・就労・生活支援ガイドの発行 

実施 経済局 

○育児、介護休業制度の普及啓発 

 労働に関する最新の諸法令や社会保障制度など労働者が安心して

働くために必要な情報を収集し、市公式ウェブサイトにおいて広報啓

発に努める 

実施 経済局 

      

4—⑯ 働く場における女性の活躍推進 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

56 女性の職業能

力開発支援 

【重点】 

○職業能力開発のための講座・セミナーの実施（男女平等参画推進セン 

ター） 

 「ICT 分野の基礎的な知識を学んでみよう～コンピュータ、ネットワ 

ーク、セキュリティ～」始め 

 ・講座数：6 講座 18 回 

 ・参加者：366 人（女性 317 人、男性 49 人） 

18 回 

366 人 

講座等の実施 

男女平等参画推進センター 

10 回 

研修の実施 

2 回 

  

スポーツ市民局 

○次世代女性リーダー向け勉強会及び女性若手・中堅社員向けキャリア

デザイン研修 

民間企業等で働く女性管理職層や女性従業員向けにそれぞれ研修 

を実施 

次世代女性リーダー向けの勉強会（最終日には交流会も実施） 

・開催日：令和 5 年 10 月 10 日、11 月 9 日、12 月 5 日 

・参加者：28 人 

女性若手・中堅社員向けキャリアデザイン研修（最終日には交流会も 

実施） 

・開催日：令和 5 年 10 月 12 日、11 月 16 日、12 月 14 日 

・参加者：28 人 

次世代女性リーダー向け勉強

会 28 人 

女性若手・中堅社員向けキャ

リアデザイン研修 

28 人 

スポーツ市民局 

57 女性の再就職

支援 

○女性の再就職を支援する講座、セミナー、講演会の開催（男女平等参

画推進センター） 

「50・60 代で考える生涯現役とキャリア設計」始め 

・講座数：4 講座 15 回 

・参加者：350 人（女性 297 人、男性 53 人） 

15 回 

350 人 

講座等の実施 

男女平等参画推進センター 

8 回 

なごやジョブサポートセンタ

ー 

10 回 

  

スポーツ市民局 

○なごやジョブマッチング事業 

 なごやジョブサポートセンターにおいて就職困難な方への就職準

備セミナー等の開催 

・セミナー開催回数：８回 

実施 経済局 
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58 女性の起業支

援 

○女性の起業に関する講座、セミナー、講演会の開催（男女平等参画 

推進センター） 

「女性起業家ビギナーズサロン＜第 10 期＞」始め 

・講座数：2 講座 6 回 

・参加者：137 人（女性 137 人） 

6 回 

137 人 

講座等の実施 

男女平等参画推進センター 

4 回 

創業相談の実施 

相談等延べ件数 1,510 件 

  

スポーツ市民局 

○創業相談の実施（新事業支援センター） 

 新事業支援センターにおいて、中小企業診断士等の専門家を配置し

て創業に関する相談等を行い、起業家を支援する 

相談企業件数 

９８９件 

相談等延べ件数 

2,691 件 

経済局 

59 関係機関等と

の連携した就

業支援 

〇関係機関と連携した出張相談の実施 

シングルマザーのための就職フェア 2023 にて「女性の総合相談」 

を実施 

 ・開催日：令和 5 年 10 月 6 日（金）～7 日（土） 

 ・参加者：9 人 

〇女性活躍応援企業見える化サイトで関係機関の情報を提供 

実施 関係機関と連携した出張相 

談の実施 

女性活躍応援企業見える化 

サイトで関係機関の情報を 

提供 

スポーツ市民局 

60 自営業等に従

事する女性へ

の支援 

○愛知県農村生活アドバイザー認定事業 

 優れた能力、豊かな人間性をもち、農業経営で重要な役割を担うと

ともに、積極的に社会参画し地域の活性化に貢献している女性農業者

を「愛知県農村生活アドバイザー」として認定し、先導的役割を果た

してもらう（平成 7 年度から開始された愛知県の制度）名古屋市は

候補者を推薦する 

・認定者：9 名（令和６年３月３１日現在） 

○家族経営協定 

 女性の農業への主体的参画と職業能力の向上を図る。名古屋市は認

定農業者へ家族協定締結の推進に努める 

・締結戸数：２８戸（令和６年３月３１日現在） 

実施 

 

 

 

 

 

  

愛知県農村生活アドバイザ 

ー認定事業 

既認定者 11 人 

家族経営協定 

締結戸数 27 戸 

緑政土木局 

      

4—⑰ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に向けた家庭生活への支援 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

61 保育所等利用

待機児童対策 

○保育所等の整備 

 ・民間保育所等の整備（6 か所） 

 ・賃貸方式による民間保育所等の設置（3 か所） 

 ・小規模保育事業所の設置（1 か所）  等 

10 か所 保育所等の整備 

35 か所 

子ども青少年局 

62 多様な子育て

支援事業 

〇子ども・子育て支援センターの運営 主催講座受講者数 2,368 人 

キッズパーク延べ利用者数 

23,259 人 

延長保育及び夜間保育 

420 か所 

休日保育 

16 か所 

一時保育 

61 か所 

預かり保育 

23 か所 

病児・病後児デイケア 

22 か所 

子ども・子育て支援センターの

運営 

のびのび子育てサポート事業

活動件数 

21,987 件 

産休あけ・育休あけ保育所等入

所予約 

106 か所 

エリア支援保育所事業 

29 か所 

幼稚園・心の教育推進プランの

子育て支援事業の実施 

母子健康手帳の交付 

20,365 件 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

子ども青少年局 

○のびのび子育てサポート事業 

 子育ての援助を行いたい方（提供会員）と、受けたい方（依頼会員）

からなる会員組織により、市民同士による子育ての相互援助活動を支

援 

活動件数 

18,717 件 

子ども青少年局 

○休日保育事業 

 日曜、祝日の保護者の就労により、保育を必要とする保育所等利用

児童等の保育を行う事業をで実施 

16 か所 子ども青少年局 

○延長保育事業及び夜間保育事業 保護者の就労時間の多様化に対応

するため、保育時間（11 時間）を延長して、保育を行う事業を実施 

72 か所（公立） 

421 か所（民間） 

子ども青少年局 

○産休あけ・育休あけ保育所等入所予約事業 

 産休・育休あけの職場復帰にあわせて入所予約することにより、入

所を円滑にする事業を実施 

7 か所（公立） 

106 か所（民間） 

子ども青少年局 

○一時保育事業 

 保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育(非定型)や保護者

の傷病などによる緊急時の保育（緊急）、新たな気持ちで育児に取り

組むための利用（リフレッシュ）を行う事業を保育所・認定こども園

58 か所、小規模保育事業 7 か所で実施 

 また、公立保育所 83 か所で、リフレッシュ保育に特化したリフレ

ッシュ預かり保育事業を実施 

 さらに、民間保育所 2 か所で、保護者の緊急ニーズに応じて、24

時間 365 日児童を受け入れる 24 時間緊急一時保育事業を実施 

一時保育事業 

69 か所（うち公立４か所） 

リフレッシュ預かり保育事業 

８３か所 

24 時間緊急一時保育事業 

2 か所 

子ども青少年局 

○病児・病後児デイケア事業 

 小学生までの病気または病気回復期にある児童について、勤務など

により家庭で育児を行うことが困難な場合に、医療機関などにおいて

一時的に預かる事業を実施 

 実施か所数（令和 5 年度） 

  ・単独型：1 か所 

 ・保育所型：1 か所 

 ・医療機関型：21 か所 

23 か所（令和 5 年度末医療

機関型 1 か所閉鎖） 

子ども青少年局 

○幼稚園・心の教育推進プラン 

 子育て支援事業 

  保護者の多様なニーズに対応し、幼稚園における子育て支援の充実 

 を図った 

 ・園舎・園庭の開放 

 ・未就園児の親子登園日 

 ・子育て相談 

 ・子育て井戸端会議 等 

子育て支援事業 

参加人数 

27,752 人 

教育委員会 

○預かり保育 

 幼稚園の管理下において、子育て支援の一環として保護者の希望す

る幼児に対し教育時間外にも保育を行った 

実施園数 

20 園 

教育委員会 

〇エリア支援保育所事業 

 公立保育所をエリア支援保育所と位置づけ、民間保育所等と一体と

なって保育の質を高め合うとともに、地域のすべての子どもや子育て

家庭を支援するために、研修を始めとする事業の企画・調整や関係機

関同士のネットワーク構築のためのコーディネート等を行う 

53 か所 子ども青少年局 

○母子健康手帳の交付（「母性健康管理指導事項連絡カード」、「父親 

の育児参加」等の普及啓発内容を掲載） 

母子健康手帳の交付 

17,200 件 

子ども青少年局 
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63 放課後児童健

全育成事業の

推進 

○留守家庭児童健全育成事業 

 小学生の留守家庭児童を対象に、各区児童館において留守家庭児童

クラブ事業を実施するとともに、地域の留守家庭児童育成会に対して

運営費の助成を行う。(指導日は日曜日、祝日、年末年始を除く毎日） 

育成会 

実施か所数 

204 か所 

申込児童数 

6,042 人 

 

児童館 

実施か所数 

13 か所 

申込児童数 

181 人 

留守家庭児童健全育成事業実

施か所数 

190 か所 

トワイライトルーム実施か所

数 

48 か所 

  

子ども青少年局 

○トワイライトルームの実施 

 すべての子どもたちが豊かで健やかに放課後を過ごすことができ

ることを目指して、全小学校で実施するトワイライトスクールを基盤

に帰宅時等に保護者が就労等により家庭にいない児童に対し、時間延

長をはじめとしたより生活に配慮した事業であるトワイライトルー

ムを実施 

実施か所数 

53 か所 

申込児童数 

11,887 人 

子ども青少年局 

64 介護を必要と

する方とその

家族への支援 

○「NAGOYA かいごネット」による情報提供 

制度の概要等介護保険に関する幅広い情報とともに、利用者が介護

保険サービス事業者を適切に選択できるよう、きめ細かな事業者情報

を提供内容・介護保険制度概要、介護保険Ｑ＆Ａ、介護保険関係統計

情報、・介護保険関係法令、介護保険事業者情報、・介護サービス事業

参入支援情報 等 

アドレス 

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/top/ 

○介護サービスの情報公表制度 

利用者が介護保険サービス事業者を適切に選択できるよう、きめ細 

かな事業者情報を提供内容・介護保険事業者情報 等 

アドレス 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 

実施 介護サービスの提供体制の充

実 

小規模多機能型居宅介護利用

者数 

1,319 人／月 

看護小規模多機能型居宅介護

利用者数 

96 人／月 

定期巡回・随時対応型訪問介護

看護利用者数 

653 人／月 

特別養護老人ホーム 

100 人分着工 

「NAGOYA かいごネット」に

よる情報提供 

介護サービスの情報公表制度

の実施 

  

健康福祉局 

○介護サービスの提供体制の充実 

 「名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画～はつらつ長寿

プランなごや 2023」に基づき、介護保険サービス等の基盤整備を

推進 

 小規模多機能型居宅介護事業所等の主な地域密着型サービスにつ

いてもサービス内容の周知を図るとともに参入を促進するため整備

補助等を実施し、利用を促進 

  

 

  

特別養護老人ホーム 

 定員１00 人増 

※R5.4.1 開設 

小規模多機能型居宅介護 

 1,368 人／月 

看護小規模多機能型居宅介護 

 227 人／月 

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 

 715 人／月 

健康福祉局 

65 育児・介護休

業者への支援 

○職場復帰準備セミナー等の開催（男女平等参画推進センター） 

 ・講座数：3 講座 4 回 

 ・参加者：50 人（女性 36 人、男性 14 人） 

4 回 

50 人 

セミナー等の実施 

男女平等参画推進センター 

5 回 

スポーツ市民局 

      

4—⑱ 仕事と子育て・介護との両立支援に向けた事業者への支援 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

66 企業への両立

支援に向けた

啓発事業 

【重点】 

〇企業への啓発 

 企業でのワーク・ライフ・バランスと両立支援を促進するため、男

女平等参画推進センターによる企業向け研修及び出張講座を実施 

・講座数：4 講座 5 回 

・参加者：135 人（女性 61 人、男性 72 人、不明・その他 2 人） 

5 回 

135 人 

労働法令研修講師派遣 

4 回 

働き方改革の推進 

セミナー 5 回 

専門家派遣 40 社 

認証企業社 178 社 

市公式ウェブサイト等におけ

る広報啓発 

  

  

  

スポーツ市民局 

○勤労全般に関する情報や資料を収集し、労働団体を始め広く市民に 

対し、市公式ウェブサイト等において広報啓発に努める 

・労働情報なごやの発行（年 4 回） 

・勤労者ガイドブックの発行 

・就労・生活支援ガイドの発行 

実施 経済局 

○労働関係法令研修の実施 

 主に中小企業で構成する経済団体・事業主等のグループが実施する

勉強会等に社会保険労務士を派遣 

・実施件数：０件（応募なし） 

応募なし 経済局 

○多様で柔軟な働き方制度導入の推進 

・多様で柔軟な働き方の導入・活用に関するセミナーの開催（５回実 

施） 

・多様で柔軟な働き方制度導入支援専門家派遣事業（10 社派遣） 

  専門家を派遣し短時間正社員制度やテレワークなど多様で柔軟  

な働き方の導入・活用に関する助言を実施 

・企業認証 

  ワーク・ライフ・バランスの取組みについて一定の基準を満たす企 

業等を認証し、認証企業に対する認知度向上のため啓発・広報を行 

う。（認証企業数 ２７７社） 

セミナー５回 

専門家派遣１０社 

認証企業数２７７社 

経済局 

○育児、介護休業制度の普及啓発 

 労働に関する最新の諸法令や社会保障制度など労働者が安心して

働くために必要な情報を収集し、勤労者ガイドブック等において広報

啓発に努める 

実施 経済局 
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○長時間労働の解消に向けた働きかけ 

 市公式ウェブサイトにおいて、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）の推進に向けた情報の提供を行う 

実施 経済局 

67 子育て支援企

業認定・表彰

制度【重点】 

○子育て支援企業認定・表彰制度 

社会全体で子育てにやさしいまちづくりをすすめるため、子育てに 

やさしい活動を行っている企業を認定し、そのうち優れた活動を行う 

企業を表彰 

令和５年度新規認定企業数 

１２社 

表彰企業数 

新規１社 

２６４社認定（令和５年度末） 

子育て支援企業認定数 

213 社 

子ども青少年局 

68 ワーク・ライ

フ・バランス

推進企業認証

制度 

【重点】 

○ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度 

 ワーク・ライフ・バランスに取り組む企業等について、「ワーク・

ライフ・バランス推進企業」として認証 

・認証企業数 ２７７社 

認証企業数２７７社 ワーク・ライフ・バラン 

ス推進企業認証企業数 

178 社 

経済局 

69 市役所におけ

る両立支援の

推進 

○特定事業主行動計画において定める、「男性職員の育児休業取得の 

目標値 50％（育児休業及び産前 8 週・産後 8 週の間での職免等 

の合計を 20 日以上取得した場合）」の達成に向けて、以下のよう 

な取り組みを行う 

・子育て支援制度の周知や子育てに関する様々な情報提供のため、 

 新規採用職員 699 名に「職員子育て支援ハンドブック」を配付 

 した 

・「育児休業者職場復帰支援研修」、「男性職員の仕事と家庭の両立 

 支援研修」の研修のほか、「仕事と子育て両立支援相談員」およ 

 び「ワークライフバランス通信」の発行を通して、子育て支援制 

 度の周知や子育てに関する様々な情報提供した 

・チェックリスト、イクボスからの手紙等を活用した上司からの働  

 きかけを実施した。「のびのび子育てマイプラン」の提出は各局 

 区室合計 915 件である 

  

実施 「職員子育て支援ハンド 

ブック」を更新・配布 

研修の実施 

タイムマネジメント研修 

3 回 

ワーク・ライフ・バランス推進

研修 

1 回 

育児休業者職場復帰支援研修 

4 回 

介護休暇 

仕事と子育て両立支援相談員

の配置 

男性職員の育児休業等取得率 

15.9% 

旧姓使用の実施 

総務局 

〇介護休暇 

 引き続き、「職員の勤務時間及び休暇に関する条例」に基づき、職

員が日常生活を営むのに支障がある配偶者や父母等の介護をするた

めに必要であるとき、職員の申出に基づき、6 月を超えない範囲内で

指定する期間内において、勤務しないことが相当である場合に休暇を

認めた 

実施 総務局 

○職員研修の機会を通じて、仕事と子育てを両立しやすい職場づくり 

に向けた意識啓発に継続して努める 

○ジャンプアップ研修において、仕事と子育てに関する理解を深める 

ため「男性職員の仕事と家庭の両立支援研修」を実施 

イクボス講演会 

183 人 

男性職員の仕事と家庭の両立

支援研修 

66 人 

総務局 

○「仕事と子育て両立支援相談員」を各局区室に男女 1 名ずつ配置し 

た 

相談件数：8 件 

40 名の相談員が「育児休業者職場復帰支援研修」にて研修生にアド 

バイスを行った 

実施 総務局 

○育児休業からの円滑な復帰を進めるため、「育児休業者職場復帰支援

研修」を開催し、本市の子育て支援の状況やメンタルヘルスなどにか

かる情報を提供 

育児休業者職場復帰支援研修

（6 回実施） 

235 人 

本市の子育て支援状況及びメ

ンタルヘルスについて講義し

た 

総務局 

○男性職員の育児休業等取得率 59.3%（令和 5 年度） 総務局 

○旧姓使用の実施 

 引き続き、「名古屋市職員旧姓使用取扱規定程」に基づき、法律等

に抵触するおそれのない範囲内において専ら組織内部で使用され、職

務上支障がないと認められる文書等において旧姓の使用を認めた 

女性 1,125 人 

男性 72 人 

計  1,197 人 

（令和 6 年４月１日現在） 

総務局 
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＜目標 5＞家庭・地域における男女平等参画の促進 

5—⑲ 男性の家事・育児・介護等への参画促進 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

70 男性の家事・

育児への参画

支援 

【重点】 

○男性の家事・育児の参加を支援する講座・セミナー等（男女平等参画

推進センター） 

「父と子でスキンシップ～おうちリトミックしてみませんか?～」始め 

・講座数：5 講座 7 回 

・参加者：103 人（女性 71 人、男性 32 人） 

7 回 

103 人 

講座等の実施 

男女平等参画推進センター 

2 回 

生涯学習センター 

2 回 

子ども・子育て支援センター

等 

66 回 

両親学級（パパママ教室） 

463 回 

親学企業への講師派遣 

1 件 

メールマガジン配信 

4 回 

リーフレット等配布 

  

  

  

スポーツ市民局 

○家庭における家事、育児等の男女平等参画促進のための啓発の実施 

 共働きの妊娠、出産、育児に起こりがちな問題と対応の知識を妊娠

中から知り、父親の育児参加を促進することによって共働き家庭の子

育てが安心してできるよう支援するための教室の開催 

○両親学級 

 妊婦とその夫等を対象に、妊娠、出産、育児に関する保健知識の普

及、相談及び地域の仲間づくりを推進するための教室を各区保健セン

ターにて開催 

パパママ教室 

年間 51 回 

両親学級 

243 回 

子ども青少年局 

○父親の育児への参加意識を高めるための講座や父親と子どものふれあ

いを目的とした講座やイベント 

○市内各所で開催する父親向け講座への講師派遣 

父親向け講座 13 回 

父親向け講座への講師派遣 

6 件 

子ども青少年局 

○定期講座等で、家庭・地域での男性の参画を促進する講座を実施（各

区生涯学習センター） 

講座等事業数１ 教育委員会 

○家庭教育の普及促進 

 親学推進協力企業制度を実施し、企業から保護者である従業員へ、

子どもにとって親はどうあるべきかを考え、親として成長する楽しさ

などについて学ぼうという「親学」に触れる機会を提供 

実施 

・メールマガジン配信４回 

・登録証の交付 

・ファミリー優待券配付（Ｐ 

ＤＦ配信） 

教育委員会 

71 男性の介護へ

の参画支援 

【重点】 

○男性の介護の参加を推進する講座・セミナー等（男女平等参画推進セ

ンター） 

・講座数：2 講座 3 回 

・参加者：16 人（女性 3 人、男性 13 人） 

3 回 

16 人 

家族介護者教室 37 回 

認知症の方を介護する家族へ

の支援 

家族教室 285 回 

家族サロン 332 回 

医師の専門相談 329 回 

認知症サポーターの養成講座 

718 回 

認知症の方を介護する家族ピ

アサポート 

家族支援プログラム 

6 回 

家族交流会 9 回 

スポーツ市民局 

○家族介護者教室の実施 

 介護実習・普及センターであるなごや福祉用具プラザ（名古屋市総

合リハビリテーション事業団）へ次の事業を委託 

 介護方法や介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得する

ための教室を開催 

40 回 健康福祉局 

○認知症の方を介護する家族への支援事業の実施 

 ・家族教室 

  認知症に関する知識・介護方法などの講話、介護経験者との交流 

  会などを実施 

 ・家族サロン 

  介護の悩みや不安を話し合う交流会や情報交換などを実施 

 ・医師の専門相談 

  もの忘れ相談医による認知症の症状や治療についての相談を実施 

 ・認知症サポーターの養成講座 

  認知症に関する正しい知識を持った認知症サポーターを養成 

○認知症の方を介護する家族ピアサポート推進事業の実施 

  ピアサポート（同じ症状や悩みをもち、同じような立場にある仲間 

からのサポート）を重視した「家族支援プログラム」を実施するとと 

もに、プログラムを通じて形成された自主グループの運営支援を実施 

 ・家族支援プログラム 

 ・家族交流会 

認知症の方を介護する家族

への支援事業の実施 

・家族教室 

 286 回   1,311 人 

・家族サロン 

 362 回    2,388 人 

・医師の専門相談 

 312 回     534 人 

・認知症サポーター養成講座 

 572 回    10,847 人 

認知症の方を介護する家族

ピアサポート推進事業の実

施 

・家族支援プログラム 

 6 回  31 人 

・家族交流会 

 11 回 85 人 

健康福祉局 

      

5—⑳ 地域活動における男女平等参画の促進 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

72 地域活動にお

ける男女平等

参画の啓発 

【重点】 

○区政協力委員制度（目標値：女性比率 17.0％） 

 あらゆる機会に、女性委員推薦の働きかけを行った 

 ・委員数：5,389 人（うち女性 1,033 人（19.2％） 

 ・学区委員長：266 人（うち女性 11 人（4.1％）） 

 ・区議長：16 人（うち女性 1 人） 

  （令和 4 年 4 月 1 日現在（2 年毎に一斉改選・改選年度）） 

区政協力委員の女性比率 

19.2％ 

（令和 4 年４月１日時点） 

啓発資料の配布 

地域コミュニティ活性化の推

進 

大学と連携し、学生に地域活

動に参加する場所を提供 

コミュニティ講習会 5 回 

  

  

  

  

スポーツ市民局 

○民生委員、児童委員制度 

 市民生委員児童委員連盟に男女平等参画に関する啓発資料の配布依

頼をするなど、民生委員・児童委員に対し周知を図る 

・民生委員・児童委員における女性委員数 

（令和 5 年 12 月 1 日現在） 

全委員数 4,244 人 

女性委員 3,533 人 

民生委員・児童委員の 

女性比率 83.2％ 

（令和５年 12 月 1 日現在） 

健康福祉局 

○保健環境委員制度 

 市保健環境委員大会などの機会に「男女平等参画」に関する啓発資

料を配布し、保健環境委員に対し周知を図る 

63.3％ 

（保健環境委員の女性率） 

健康福祉局 

○地域コミュニティ活性化の推進 

幅広い市民が地域活動へ参加するよう働きかけを実施 

・コミュニティ講習会の開催（２回） 

・区別コミュニティ交流会の開催 

・大学と連携し、学生に地域活動に参加する場所を提供 

実施 スポーツ市民局 

〇地域団体を通じた啓発 

 男女平等参画に関する啓発チラシ等を、区政協力委員議長協議会、

保健環境委員会、民生委員児童委員連盟、老人クラブ連合会を通じて

配布 

実施 スポーツ市民局 
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73 地域活動にお

ける子育て支

援事業への参

画 

○のびのび子育てサポート事業 

 子育ての援助を行いたい方（提供会員）と、受けたい方（依頼会員）

からなる会員組織により、市民同士による子育ての相互援助活動を支

援 

活動件数 

18,717 件 

のびのび子育てサポート 

事業活動件数 

21,987 件 

地域子育て支援拠点事業 

（地域子育て支援拠点・地域

子育て支援センター・児童館

等） 

117 か所 

名古屋市すくすくサポーター

の子育て支援活動への派遣 

524 回 

  

  

子ども青少年局 

○地域子育て支援拠点事業 

 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てに

ついての相談、情報の提供、助言その他の援助を実施 

・子育て応援拠点 

・地域子育て支援拠点 

・子ども・子育て支援センター 

・保育所地域子育て支援センター 

・児童館・とだがわこどもランド 

応援拠点：14 か所 

支援拠点：47 か所 

子・子Ｃ：1 か所 

児童館・とだがわこどもラン

ド：17 か所 

公立保育所 C：18 か所 

民間保育所 C：32 か所 

子ども青少年局 

○なごやすくすくボランティア事業 

 ・なごやすくすくボランティア養成講座の実施 

 ・名古屋市すくすくサポーター登録者数の増加 

 ・名古屋市すくすくサポーターの子育て支援活動への派遣の増加 

・派遣回数 788 回 

・派遣人数延べ 1,349 人 

子ども青少年局 

74 NPO 等 と の

連携 

○市民活動推進センターの運営（設立、運営支援） 実施 市民活動推進センターの運営

（設立、運営支援） 

男女平等参画推進センターで

のＮＰＯ・ＮＧＯ、市民団体へ

の事業委託 

1 回 

イーブルなごやフェスティバ

ルの実施 

  

  

スポーツ市民局 

○NPO/NGO、市民団体への事業委託（男女平等参画推進センター） 

 市民団体より事業の企画案を募集し、選考で決定された１事業につ

いて、市の主催事業として委託実施することにより、団体の活動支援

を行う 

「知ってほしい！未来につながる生理のこと～学生による学生のため

の生理セミナー」 

・講座数：1 講座 2 回 

・参加者：12 人（女性 11 人、男性 1 人） 

2 回 

12 人 

スポーツ市民局 

○NPO 等と連携市民参加型の交流事業（男女平等参画推進センター） 

 市民・団体等のネットワーク形成をめざして、ＮＰＯ等と連携した

事業を行う 

特別講演会及び市民交流事業講座の実施 

・7 事業 

・参加者：587 人（女性 478 人、男性 108 人、不明・その他 1 人） 

7 事業 

587 人 

スポーツ市民局 

      

5—㉑ 高齢期における男女の就業・社会参画支援 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

75 高齢者の就業

支援 

〇高齢期等におけるキャリアを支援する講座・セミナー等（男女平等参

画推進センター） 

・講座数：1 講座 2 回 

・参加者：47 人（女性 35 人、男性 12 人） 

2 回 

47 人 

高齢者就業支援センターの運

営 

シルバー人材センター会員数 

8,445 人 

  

スポーツ市民局 

○高齢者就業支援センターの運営 

 高齢者が就業を通じて社会の担い手として活躍できるように、就業

に関する相談や情報提供、技能講習等を実施し、高齢者の就業を支援 

 令和 2 年 10 月より、就業支援センター内にシニアサポートセンタ

ー（ハローワーク名古屋東）を設置し、これまでの高齢者就業支援セ

ンターの技能講習、自主事業支援やシルバー人材センターの短期就労

などの取り組みに、新たにハローワークによる職業紹介機能が加わり、

高齢者就業の様々なニーズに対して、ワンストップかつ三位一体で幅

広い対応を実施 

実施 健康福祉局 

○シルバー人材センター事業の促進 

 高齢者がその豊かな知識や経験を生かして生きがいを高め、社会活動

を行うことができるよう、事業所や一般家庭等から高齢者に適した臨時

的・短期的な仕事を受託し、会員に提供 

シルバー人材センター 

会員数 7,830 人 

（令和６年 3 月 31 日） 

健康福祉局 

76 高齢者の社会

参画支援 

○老人クラブ活動の促進 

 老人クラブ活動の促進のため、名古屋市老人クラブ連合会、各区老

人クラブ連合会、単位老人クラブに対し補助金を交付 

老人クラブ会員数 

40,860 人 

（令和６年 1 月 1 日） 

老人クラブ会員 

56,026 人 

鯱城学園定員 

1,520 人 

福祉会館利用者数 

729,603 人 

地域支えあい事業の実施 

  

  

健康福祉局 

○鯱城学園の運営 

 高齢者の生きがいを高め、地域活動の推進的役割を果たすことので 

きる人材を育成するため、学習の場を提供 

開設コース・専攻 

・R4 年度入学生：4 コース 11 専攻 

（社会コース：環境・国際、生活コース：健康・生活・福祉（福祉）、

福祉（音楽）創造コース：園芸・陶芸・美術、地域コース：地域・文

化） 

・R5 年度入学生：8 専攻（暮らし・国際・健康と福祉・音楽・園芸・ 

陶芸・美術・歴史と文化） 

定員 

・1 年生（令和５年度入学生）定員：568 人 

・2 年生（令和４年度入学生）定員：760 人 

・総定員数：1,328 人 

定員 1,328 人 健康福祉局 

○福祉会館の運営 

 地域における高齢者の各種相談に応ずるとともに、健康の増進、教

養の向上、レクリエーション活動の場の提供等の便宜を図るため、各

区に１館ずつ設置 

福祉会館利用者数 

392,180 人 

健康福祉局 

○地域支えあい事業  

 学区において相談や調整を担う「ご近所ボランティアコーディネー

ター」を核に、ちょっとした困りごとを抱えた高齢者とボランティア

として地域の中で手助けする元気な高齢者等をつなぐ仕組みづくりを

推進する 

105 学区→108 学区 実施 健康福祉局 
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77 高齢者に対す

る相談事業 

○高齢者虐待の相談支援事業の実施 

 ・高齢者虐待相談センター 

  高齢者虐待に関する相談事業（電話相談、面接相談、法律相談、 

  介護者・養護者のこころの相談）等を実施 

 ・高齢者虐待休日・夜間電話相談窓口 

  土日・祝日・時間外の電話相談を実施することにより、24 時間・ 

  365 日の相談体制を確保 

 ・区高齢者虐待防止ネットワーク支援会議 

  弁護士等のスーパーバイザーの助言のもと介入・支援策の検討 

 ・高齢者短期入所ベッド確保等事業 

  緊急時における高齢者虐待対応専用の短期入所用ベッド６床を確保 

したほか、事前に契約を行った施設の空床活用を実施 

実施 高齢者虐待相談支援事業の 

実施 

いきいき支援センターの運 

営 

  

健康福祉局 

○いきいき支援センターの運営 

 ・介護予防ケアマネジメント事業の実施 

  要支援状態になる恐れのある方や要支援者への支援を行う事業を実 

施 

 ・総合相談支援事業の実施  

  健康・福祉・介護などの総合的な相談を実施。また、高齢者の見守 

り支援事業を実施 

 ・権利擁護事業の実施  

  虐待の防止及びその早期発見のための事業、成年後見制度の活用の 

ための支援及び処遇困難事例への対応その他の権利擁護のための事 

業を実施 

 ・包括的継続的ケアマネジメント事業の実施  

  介護支援専門員等への支援を行う事業を実施 

 ・ブランチ型総合相談窓口事業の実施  

  対象者の利便性を考慮し、その相談を受け付け、集約した上で、い 

きいき支援センターにつなぐための窓口を設ける事業を実施 

 ・認知症高齢者を介護する家族支援事業の実施 

  電話等による相談、家族教室の開催、家族サロン（憩いの場）の運 

営、専門医による相談、普及啓発を実施 

実施 健康福祉局 

      

5—㉒ 防災における男女平等参画の促進 

事業 令和 5 年度事業内容 令和 5 年度実績値 
令和元年度状況 

（計画策定時） 
所管局 

78 防災対策につ

いての広報啓

発 

【重点】 

○男女平等参画の視点の防災に関する講座、セミナー等（男女平等参画

推進センター） 

・講座数：1 講座 2 回 

・参加者：27 人（女性 25 人、男性 2 人） 

2 回 

27 人 

講座等の実施 

男女平等参画推進センター 

1 講座 

区における男女平等参画推 

進事業 4 区 

スポーツ市民局 

〇区における男女平等参画推進事業＜千種区＞ 

千種区地域女性活動促進事業との共催で開催した 

事業名：男女平等参画の視点を取り入れた避難所運営について 

日時：令和６年１月１６日（火） 

会場：千種文化小劇場 

講師：NPO 法人レスキューストックヤード 

内容：男女平等参画の視点を取り入れた防災意識の啓発に関する講演 

会を実施し、ジェンダー問題について学んだ 

参加者 66 名 千種区 

〇区における男女平等参画推進事業＜西区＞ 

女性必見！災害時のトイレ事情 

第４３回西区民おまつり広場会場内にテントブースを設け、男女平 

等参画の視点から、災害への備えについて啓発を行うとともに、災害 

時に役立つ体験型のコーナーを実施するなど、より実践的な内容を行 

う 

実施内容：災害時のトイレ事情について、実際の携帯トイレを見せな 

がら説明。特に女性が使用する際の注意点などを重点的に 

説明した。また、アンモニアを使用して消臭効果を実感し 

てもらうなどの実演も行い、よりイメージしやすい形で啓 

発を行った 

参加者３００名 西区 

〇区における男女平等参画推進事業＜中村区＞ 

事業名：避難所運営リーダー養成講座    

日時：令和５年１２月３日（日）、１２月１０日（日） 

講演：被災地派遣職員による講演 

講習：避難所運営リーダー養成講座（HUG） 

内容：発災時に地域のリーダーとなる各学区の役員等が、男女平等の 

視点をふまえ、避難所運営の難しさを学んだ 

講座２回 

各回参加者１５名 

計３０名 

中村区 

〇区における男女平等参画推進事業＜中区＞ 

「親子防災教室！～まさかに備える防災食～」 

日時：令和 6 年 2 月 4 日（日） 

場所：中区役所 6 階大会議室 

内容：男女の区別なく親子を対象に、災害が発生した際の食事につい 

て、普段の食事の栄養バランスについても学びながら、災害時 

の限られた状況下で作ることができる料理と補うべき栄養素に 

ついて考える教室を開催し、併せて身近なもので作ることがで 

きる防災食の実食も行った 

小学生以上とその保護者 

7 組 16 名 

中区 

〇区における男女平等参画推進事業＜瑞穂区＞ 

事業名：瑞穂区地域女性活動促進事業・男女平等参画推進事業 

    講演会「3.11 を体験して」 

開催日時：令和５年 11 月２１日（火） 午後１時 30 分～  

会場：瑞穂区役所講堂  

参加者：１１１名（男１８名、女８４名、未回答９名）  

講演内容：女性の視点からの災害時の行動 

     避難生活で女性が抱えた困難やその対処法 

講師：東日本大震災被災者支援ボランティアセンターなごや 

   語り部ボランティア 鈴木真砂子 氏 

   スタッフ 岡田雅美 氏 

参加者１１１名 瑞穂区 
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〇区における男女平等参画推進事業＜港区＞ 

「いまこそアップデート！わたしたちの絆～涙と笑いの陸前高田市

「はまかだ運動」から～」 

陸前高田市での本市保健師活動経験から被災地での女性活躍の実 

例、災害時に備え日頃からの男女平等参画意識の醸成についての講 

演を行った 

  講師：日高 橘子 氏 

  日時：令和 6 年 2 月 22 日（木）午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 

   分 

参加者１５９名 港区 

〇区における男女平等参画推進事業＜守山区＞ 

題目：守山区避難所運営リーダー研修  

日時：令和 5 年 12 月 9 日（土）9:00～12:00  

講師：認定特定非営利活動法人 愛知ネット 横山辰夫さん 

内容：「避難所運営における性別によるニーズの違い」や「固定的性別 

役割分担意識の解消」といった、災害時における男女平等参画 

の視点について考える機会となるよう、講義とワークショップ 

を実施  

参加者６７名 守山区 

〇区における男女平等参画推進事業＜緑区＞ 

題目：災害時には何が起きる？～男女平等参画の視点から～ 

日時：令和 6 年３月１２日（火）13：00～15：30 

講師：名古屋みどり災害ボランティアネットワーク代表  

   岡田雅美さん 

内容：【「災害時に何が起きる？」の講演】 

   代表の岡田雅美さんにより 1 月の能登半島地震を含め、 

   災害発生時の写真を用いて、女性視点での体験を披露した 

   【自分たちができる避難所運営ワークショップ】 

   ２グループに分かれてオリジナルＨＵＧを実施した 

   用いるカードを工夫して女性視点を取り入れた運営を 

   体験した 

 

参加者 7 名 

緑区 

〇区における男女平等参画推進事業＜名東区＞ 

「名東区男女平等参画の集い」 

題目：「大切な地域や家族を守るために 

    ～男女平等参画の視点を取り入れた防災を考える～」 

日時：令和 6 年 2 月 3 日（土）午後 2 時～4 時 

会場：名東区役所講堂 

講師：エンジェルランプ 代表 椿 佳代 氏 

内容：①災害時に活躍できる地域の女性リーダー像とは 

   ②女性の視点を入れた避難所運営ができるように 

参加者２６名 名東区 

79 地域防災力の

向上 

○助け合いの仕組みづくりの推進 

地域の自主的な活動として、避難行動要支援者の迅速な安否確認や 

避難支援を行うため、「助け合いの仕組みづくり」を推進 

〇地形や災害リスクなどの地域特性や地域における防災活動の状況な

ど、地域防災に関する各種情報を整理した「地区防災カルテ」を活用

した防災活動の取り組みを推進 

実施町内会自治会の割合：

93.3% 

地区防災カルテを活用した

防災活動に取り組んでいる

学区の割合：100% 

助け合いの仕組みづくり実施 

消防団員募集キャンペーン等

の実施 

自主防災組織の結成促進及び

活動支援 

防災安心まちづくり事業の実

施 

学校における防災教育の実施 

防災危機管理局 

○防災安心まちづくり事業の推進 

 各学区防災安心まちづくり委員会などと連携して、講習会の開催、

初期消火、救出・救護、避難等の訓練を実施し、効果的な防災活動を

促進 

実施 消防局 

○自主防災組織の活動支援 

 町内会、自治会単位で自主防災組織の結成を促進し、これらの自主

防災組織に対し防災用品の助成を行うとともに、個々の自主防災組織

の実情や防災上の課題を詳細に捉え、それらに基づいた自主防災活動

の具体的な提案・支援を計画的・継続的に実施 

実施 消防局 

○消防団員の充足率の向上 

 ポスターなどを制作し、16 行政区において団員募集キャンペーン

を実施 

・消防団員募集ポスター、チラシ等の作成、消防団ＰＲイベントの 

実施 

実施 消防局 

○学校における防災教育 

 ・「なごやっ子防災ノート」の配布（小１・小４・中１） 

 ・防災教育講習会の実施 

 ・実践的な防災訓練の実施 

実施 教育委員会 

80 性別に配慮し

た避難所運営 

○指定避難所開設・運営訓練の実施 

 災害発生時の避難所の開設・運営を円滑にするため、市民参加型の

訓練を実施 

訓練実施学区数 202 学区 指定避難所開設・運営訓練の

実施 

265 学区 

生理用品の備蓄 

149,644 枚 

女性の視点を取り入れた防災

啓発冊子の作成 

防災危機管理局 

○災害救助物資の備蓄 

・生理用品の購入  

29,940 枚購入（令和 5 年

度末備蓄 149,644 枚） 

防災危機管理局 

○女性の視点を取り入れた防災啓発冊子を活用した啓発 実施（R１年度印刷分を配布） 防災危機管理局 

81 災害時におけ

る相談支援 

○被災時の避難所などで発生する女性の悩みに関する相談体制を整備 

 ・国の男女共同参画の視点からの防災復興ガイドラインに沿った体 

  制整備 

実施 災害時対応相談マニュア 

ルの整備 

スポーツ市民局 
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１　社会全体の状況

 

 

 

 

 
 
図表１ 人口と世帯数の推移（名古屋市） 

 
 

図表２ 年齢３区分別人口割合の推移（名古屋市） 

 

 
令和 2 年 国勢調査 
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平成２年

６０年

５５年
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４５年

４０年

昭和３５年

０～１４歳：年少人口 １５～６４歳：生産年齢人口 ６５歳以上：老年人口

11.9 

13.0 

59.5 

61.7 

28.6 

25.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

愛知県

人口、世帯数は増え

ていますが、1 世帯当

たりの人員は減って

います。 

年少人口の割合は減っ

ており、老年人口の割合

は増えています。全国と

それほど大きな違いは

ありませんが、生産年齢

人口がやや多く、老年人

口割合がやや少ないと

いう傾向があります。 

１１  社社会会全全体体のの状状況況 

ⅢⅢ  男男女女平平等等参参画画白白書書（（令令和和６６年年度度版版）） 

令和 2 年 国勢調査 

年齢３区分別人口割合の推移（名古屋市）図表２

人口と世帯数の推移（名古屋市）図表１

Ⅲ　男女平等参画白書（令和６年度版）
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図表３ 合計特殊出生率の推移（名古屋市と全国） 

 

令和 5 年 人口動態統計の概況（名古屋市健康福祉局） 
 
※合計特殊出生率：15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性

が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に産むとした時の、平均子ども数に相当する。 

 

 

図表４ 婚姻・離婚の推移（名古屋市） 

 

令和 5 年 人口動態統計の概況（名古屋市健康福祉局） 

※婚姻・離婚率は、人口千人に対する割合 
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以前は上昇傾向にありま

したが、近年は減少傾向に

なっています。 

婚姻件数（率）、離婚

件数（率）ともに減

少傾向です。 

婚姻件数 

婚姻率 

離婚率 

離婚件数 

合計特殊出生率の推移（名古屋市と全国）図表３

婚姻・離婚の推移（名古屋市）図表４
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図表５ 平均初婚年齢の推移（名古屋市と全国） 

 
令和 5 年 人口動態統計（厚生労働省） 

 

図表６ 世帯構造別構成割合の推移（名古屋市と全国） 

●名古屋市 

 
令和 2 年 国勢調査 

●全国 

 

27.1

29.0

29.7

30.7

31.2 31.4 31.4 31.3 31.1 31.1 31.4

24.2

26.9

27.9

28.7
29.1 29.3 29.4

29.5

29.4 29.5
29.7

26.9

28.6

29.4

30.2

30.9 31.1 31.2
31.0 31.0 31.1 31.1

24.2

26.7

27.6

28.5

29.3 29.4 29.6

29.4

29.5 29.7 29.7

24

25

26

27

28

29

30

31

32

S45 Ｈ10 15 20 25 30 R元 2 3 4 5

（歳）

（年）

名古屋市（夫）

名古屋市（妻）

全国（夫）

全国（妻）

45.3 

42.2 

40.7 

32.5 

17.9 

18.1 

18.1 

17.0 

23.3 

25.0 

25.9 

32.9 

8.1 

8.1 

8.1 

6.8 

4.4 

5.5 

6.2 

10.4 

1.0 

1.0 

1.0 

0.4 

0 20 40 60 80 100

令和2年

平成27年

平成22年

平成7年

（％）

単独世帯 夫婦のみ 夫婦と子ども
ひとり親と子ども その他親族世帯 非親族世帯

34.0 

26.8 

25.5 

22.6 

24.6 

23.6 

22.6 

18.4 

24.8 

29.4 

30.7 

35.3 

6.9 

7.2 

6.5 

5.2 

3.8 

6.5 

7.9 

12.5 

6.0 

6.5 

6.8 

6.1 

0 20 40 60 80 100

令和5年

平成27年

平成22年

平成7年

（％）

単独世帯 夫婦のみ 夫婦と未婚の子のみ

ひとり親と未婚の子のみ 三世代世帯 その他

平均初婚年齢は

男女とも高止ま

りしており、以前

に比べ晩婚化が

進んでいます。 

全国でも「夫婦と未婚の子

のみ世帯」は減少していま

すが、名古屋市よりも「単

独世帯」の割合が低く、「夫

婦のみ世帯」の割合が高く

なっています。 

名古屋市では「夫婦と子

ども世帯」が減少し、「単

独世帯」の割合が増加し

ています。 

令和 5 年 国民生活基礎調査（厚生労働省） 

平均初婚年齢の推移（名古屋市と全国）図表５

世帯構造別構成割合の推移（名古屋市と全国）図表６
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図表７ 共働き等世帯数の推移（全国） 

 

労働力調査特別調査（総務省） 

労働力調査（詳細集計）（総務省） 

 

１. 「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」は、夫が非農林業雇用者で妻が非就業者（非労

働力人口及び完全失業者）の世帯。平成 30 年以降は、厚生労働省「厚生労働白書」、内

閣府「男女共同参画白書」に倣い夫が非農林業雇用者で妻が非就業者（非労働力人口及

び失業者）の世帯。 

２.「雇用者の共働き世帯」は、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。 

３. 平成 23 年は岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。 

４. 平成 25 年～平成 28 年は平成 27 年国勢調査基準、平成 30 年～令和 3 年は令和 2 年国勢

調査基準のベンチマーク人口に基づく時系列接続用数値。 

 

 

 

図表８ ジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ）における我が国の順位の推移 

（日本順位／測定可能国数） 

報告書 

発行年 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ＧＧＩ 105/136 104/142 101/145 111/144 114/144 110/149 121/153 120/156 116/146 125/146 118/146 

(値) (0.650) (0.658) (0.670) (0.660) (0.657) (0.662) (0.652) (0.656) (0.650) (0.647) (0.663) 

 

ＧＧＩ：ジェンダー・ギャップ指数 

世界経済フォーラムが、各国内の男女間の格差を数値化しランク付けしたもので、経済分野、教育分野、 

政治分野及び保健分野のデータから算出され、0が完全不平等、1が完全平等を意味している。 

測定可能な国数は 146 か国。 
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「共働き世帯」は「男

性雇用者と無業の妻

からなる世帯」を大

きく上回り、令和 5

年で 1,278 万世帯と

なっています。 

日本のＧＧＩは

118 位と低い順位

にあります。 

共働き等世帯数の推移（全国）図表７

ジェンダー・ギャップ指数（GGI）における我が国の順位の推移
（日本順位／測定可能国数）

図表８
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図表９ 名古屋市女性のための総合相談件数 

 

令和 6 年度 スポーツ市民局調べ（名古屋市） 

        
                           

 

 

図表１０ 名古屋市女性福祉相談延件数（配偶者暴力相談支援センター及び社会福祉事務所） 

 

令和 6 年度 子ども青少年局調べ（名古屋市） 

※相談件数には、男性からのＤＶ相談件数を含む 

 

  

3,506 

3,631 
3,572

3,147

3,733 3,814 3,801

3,814 

3,555 3,573 

3,678 

889 960 715 
900 1,076 912 842 

754 737 
954 

905 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

(件)

(年度)

合計

うちＤＶ

12,571 

12,018 

16,027
14,336

11,532 11,972

12,624

16,001

12,681

13,196

14,134

9,447 9,220 

12,969

11,224

9,129
8,542

9,742

12,292

9,576 9,956 10,107

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

（件）

年度

合計

うちＤＶ

令和 2 年度は特別定

額給付金に関連する

相談などの影響で相

談件数が増加しまし

たが、令和 3 年度以降

は令和元年度以前の

水準に戻っています。

個別相談件数

のうち、ＤＶ関

係は例年 2 割

～3割を占めて

います。 

 

※相談件数は個別相談（電話･面接･専門）の件数 

２２  目目標標１１  性性別別ににかかかかわわるる人人権権のの尊尊重重 ２　目標１　性別にかかわる人権の尊重

名古屋市女性のための総合相談件数図表９

名古屋市女性福祉相談延件数（配偶者暴力相談支援センター及び社会福祉事務所）図表10
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図表１１ 名古屋市男性相談件数 

 
令和 6 年度 スポーツ市民局調べ（名古屋市） 

 

 

図表１２ ＤＶが人権侵害になることの理解度（名古屋市） 

●令和 5年度 

 

令和 5 年度 市民アンケート（名古屋市） 

（参考）平成 27 年度 
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0 50 100 150 200 250

H22

23

24

25

26

27

28

29

30

R元

2

3

4

5

(件)

（年度）

暴力 夫婦 仕事 家族 人間関係 その他

152件

165件

163件

163件

155件

176件

209件

144件

124件

71件

80件

66件

58件

57件

93.5

95.4

93.3

4.2

2.8

5.1

2.4

1.8

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

女性

男性

はい いいえ 無回答

男女ともに 9割以上

の人がＤＶは人権侵

害であると答えてい

ます。 

夫婦に関する相談が

最も高い割合を占め

ています。 

87.0 

89.0 

85.6 

9.6 

8.3 

11.4 

3.4 

2.7 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

女性

男性

名古屋市男性相談件数図表11

DVが人権侵害になることの理解度（名古屋市）図表12

54



 

図表１３ 人権にかかわる被害経験（名古屋市） 

 

●配偶者や恋人から暴言を吐かれること 

 

●職場や学校などで性的な内容の言葉をかけられるなど不快な思いをしたこと 

 

●痴漢行為 

 

令和元年度 第 9回男女平等参画に関する基礎調査（名古屋市） 

  

9.4

12.4

5.4

12.5

14.7

9.6

73.4

69.1

79.2

4.6

3.7

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

女性

男性

何回もある １～２回ある ない 無回答

13.4

18.3

6.7

15.6

20.0

9.7

66.4

58.0

78.0

4.5

3.7

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

女性

男性

7.2

12.2

0.1

18.7

30.9

2.1

69.9

53.7

92.1

4.2

3.2

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

女性

男性

女性の 27.1％、男

性の 15％の人が

配偶者などからの

暴言による被害経

験があると答えて

います。 

4 割以上の女性が

電車の中などで身

体を触られたりし

て不快な経験があ

ると答えていま

す。 

女性では約 3人に

1 人が言葉による

セクハラの被害を

受けた経験がある

と答えています。 

人権にかかわる被害経験（名古屋市）図表13
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図表１４ ＤＶ被害を受けた際の相談先（名古屋市） 

 

 

令和元年度 第 9回男女平等参画に関する基礎調査（名古屋市） 

  

24.6

22.1

0.8

1.2

1.7

0.2

2.8

1.0

1.0

0.0

48.7

2.0

10.8

28.1

26.7

1.2

1.6

2.1

0.2

3.5

0.9

0.9

0.0

42.6

2.3

9.9

15.5

10.1

0.0

0.0

0.6

0.0

1.2

1.2

1.2

0.0

64.3

1.2

13.1

0 10 20 30 40 50 60 70

友人・知人

家族・親戚

公的相談施設

市・区役所・県など

警察

法務局、人権擁護委員

民間専門家や専門機関

医療関係者

学校関係者

地域の役員

どこにも相談しない

その他

回答なし

総数

女性

男性

全体としては、

「どこにも相談

しない」が最も多

くなっており、半

数近くを占めて

います。 

（%） 

DV被害を受けた際の相談先（名古屋市）図表14
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図表１５ デートＤＶの被害経験（全国） 

●身体的暴行 

 
●心理的攻撃 

 
●経済的圧迫 

 
●性的強要 

 
●上記のうちいずれかの被害 

 
令和 5 年度 男女間の暴力に関する調査報告書（内閣府） 

  

4.4 

9.3

7.1 

92.6 

88.8 

90.5 

3.0 

1.9 

2.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

全体

ある ない 無回答

8.8 

14.7 

12.1 

88.4 

83.3 

85.5 

2.8 

2.0 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

全体

3.2 

5.1 

4.3 

93.5 

92.1 

92.7 

3.3 

2.8 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

全体

1.9 

9.9 

6.4 

95.1 

87.6 

90.9 

3.0 

2.5 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

全体

12.0 

22.7 

18.0 

85.5 

75.9 

80.1 

2.5 

1.4 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

全体

交際相手から何ら

かの暴力を受けた

経験があると回答

した人は女性では

22.7％、男性では

12.0％となってい

ます。 

※デートＤＶ 

交際相手（恋人）からの暴力 

※ デートDVの被害経験（全国）図表15
※
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図表１６ 愛知県内の性犯罪認知件数の推移 

 
令和 5 年中の犯罪概況（愛知県警察本部） 

 

 

図表１７ 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）に寄せられた 

セクシュアル・ハラスメントの相談件数（全国） 

 
令和 5 年度 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)での法施行状況（厚生労働省） 

  

90
57 65 81 77

116

78
96 106

168

396
359 352

371

312 296

253 253
244

321

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

（件）

不同意性交等

不同意わいせつ

（年）

11,289

9,580

7,526
6,808

7,639 7,323

6,337
7,070 6,849 7,414 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

（件）

（年度）

令和 5 年は不同意わい

せつ及び不同意性交等

の認知件数はともに増

加しました。 

相談件数は近年減少

傾向でしたが、ここ

数年は横ばいになっ

ています。 

愛知県内の性犯罪認知件数の推移図表16

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）に寄せられた
セクシュアル・ハラスメントの相談件数（全国）

図表17
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図表１８ 性、年齢別自殺死亡率（名古屋市） 

  

令和 5 年 人口動態統計（厚生労働省）より健康福祉局作成 

 

 

図表１９ 男女平等参画に関する言葉の認知度（名古屋市） 

 

令和 5 年度 市民アンケート（名古屋市） 
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19.9 
21.4 

29.2 29.9 

15.8 
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30.2 33.1

31.0

45.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

R元 2 3 4 5

（％）

ＤＶ

デートＤＶ

（年

自殺死亡率は、

全年齢階級にお

いて男性の方が

高くなっていま

す。 

「ＤＶ」と比べ、

「デートＤＶ」の

言葉の認知度は低

く、大きく開きが

あります。 

※デートＤＶ 

交際相手（恋人）からの暴力 

※ 

性、年齢別自殺死亡率（名古屋市）図表18

男女平等参画に関する言葉の認知度（名古屋市）図表19
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図表２０ セクシュアル・マイノリティ（性的少数者、性的マイノリティ）という 

言葉の認知度（名古屋市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）など  

性別に関わる市民意識調査（名古屋市）  

  

認知度は約 8割と全体的に高いですが、

若年層ほど「言葉も意味も知っている」

割合が高くなっています。 

53.5 

54.6 

52.7 

52.1 

61.5 

65.1 

61.6 

52.7 

40.6 

58.8 

62.3 

63.6 

59.3 

48.7 

30.1 

25.7 
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21.1 

19.2 

22.9 

28.9 

29.8 

27.9 

25.2 

23.5 

23.5 

29.1 

28.2 

18.9 

18.7 

19.1 

21.1 

17.0 

15.1 

15.0 

16.9 

25.6 

13.4 

11.9 

12.8 

16.1 

19.7 

35.2 

1.8 

1.5 

2.0 

0.5 

0.4 

0.6 

0.6 

1.5 

4.0 

0.5 

1.1 

2.6 

6.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(4,655)

男性(2,051)

女性(2,604)

18～29歳(213)

30～39歳(265)

40～49歳(344)

50～59歳(354)

60～69歳(402)

70歳以上(473)

18～29歳(213)

30～39歳(265)

40～49歳(344)

50～59歳(354)

60～69歳(402)

70歳以上(473)

言葉も意味も知っている 言葉は知っているが意味は知らない 知らない 無回答

(n)

女

性

男

性

(2,051)

(2,604)

セクシュアル・マイノリティ（性的少数者、性的マイノリティ）
という言葉の認知度（名古屋市）

図表20
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図表２１ 性的少数者の当事者が抱えている悩みや困りごと（名古屋市） 

 

平成 30 年 性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）など    

性別に関わる市民意識調査（名古屋市）     

    

28.9 

26.3 

27.6 

22.4 

17.1 

17.1 

6.6 

6.6 

9.2 

10.5 

21.1 

30.0 

25.0 

20.0 

22.5 

12.5 

17.5 

5.0 

7.5 

7.5 

12.5 

22.5 

27.8 

27.8 

36.1 

22.2 

22.2 

16.7 

8.3 

5.6 

11.1 

8.3 

19.4 

0 10 20 30 40

家族の理解がなく、偏見や差別があると感じる

友人や職場、学校の理解がなく、

偏見や差別があると感じる

テレビや新聞、雑誌、コミック、インターネット

などで、偏見や差別があると感じる

周りに相談できる人がいない

いじめやハラスメントなどを受けている

（受けたことがある）

更衣室やトイレ、制服など男女で

区別されているものに対する抵抗がある

パートナーやその子どもが法的な親族でないことを

理由に、各種給付やサービス、住宅入居、病院での

面会、相続などを拒否されたことがある

就職や転職等で不利に扱われたことがある

適切な医療的措置を受けられる機関が

地域に少ない

医療的措置に要する費用負担が大きい

悩みや困りごとはない

全体

女性

男性

性的少数者の当事者は、様々な偏見や 

差別に悩んでいることがわかりました。 

性的少数者の当事者が抱えている悩みや困りごと（名古屋市）図表21
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図表２２ 社会全体における男女の地位の平等感（名古屋市と全国） 

●名古屋市 

  
●全国 

 
 

  

16.8 

15.6 

22.2 

20.5 

9.4 

8.6 

55.8 

57.5 

56.6 

58.2 

54.8 

56.9 

13.8 

14.0 

10.0 

9.9 

19.0 

19.9 
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1.3 

0.7 

0.3 

0.3 
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5.7 
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6.3 

6.5 

4.8 

1.5 

1.4 

1.9 

1.9

1.1 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（R元）

〃 （H26）

女性（R元）

〃 （H26）

男性（R元）

〃 （H26）

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等だと思う どちらかといえば女性の方が優遇されている
女性の方が優遇されている わからない
無回答

14.0 

11.3 

18.6 

13.1 

8.8 

9.2 

64.7 

62.8 

66.8 

64.4 

62.3 

61.0 

14.7 

21.2 

10.4 

18.4 

19.6 

24.5 

4.2 

1.6 

2.2 

2.1 

6.6 

1.0 

0.6 

2.8 

0.3 

1.7 

1.0 

4.0 

1.7 

0.3 

1.7 

0.2 

1.7 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（R4）

〃 （R元）

女性（R4）

〃 （R元）

男性（R4）

〃 （R元）

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等だと思う どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている 無回答

名古屋市では女性の 78.8％、男性の 64.2％の人が、社会全体におい

て男性の方が優遇されていると答えています。 

また、全国では女性の 85.4％、男性の 71.1％の人が、社会全体にお

いて男性の方が優遇されていると答えています。 

令和 4 年度 男女共同参画社会に関する世論調査（内閣府） 

令和元年度 男女平等参画に関する基礎調査（名古屋市） 

３３  目目標標２２  男男女女平平等等参参画画推推進進ののたためめのの意意識識変変革革 ３　目標２　男女平等参画推進のための意識変革

社会全体における男女の地位の平等感（名古屋市と全国）図表22
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図表２３ 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」に対する意見（名古屋市と全国） 

 

●名古屋市 

 

令和元年度 第 9回男女平等参画に関する基礎調査（名古屋市） 

 

●全国 

 

令和４年度 男女共同参画社会に関する世論調査（内閣府） 

 

  

4.3 

6.6 

3.5 

5.6 

5.4 

8.1 

30.1 

39.4 

27.0 

36.6 

34.5 

43.1 

30.2 

26.1 

30.7 
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22.8 

20.9 

15.9 

24.0 

16.5 

16.5 

15.0 

12.5 

11.1 

12.8 

11.9 

12.3 

10.0 

1.9 

0.9 

1.9 

0.9 

1.8 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（R元）

〃 （H26）

女性（R元）

〃 （H26）

男性（R元）

〃 （H26）

賛成 どちらかと言えば賛成 どちらかと言えば反対 反対 わからない 無回答

4.0 

7.5 

3.0 

6.5 

5.3 

8.6 

29.4 

27.5 

25.4 

24.6 

34.2 

30.8 

38.2 

36.6 

40.4 

38.5 

35.6 

34.4 

26.1 

23.2 

29.0 

24.9 

22.7 

21.2 

2.2 

5.2 

2.2 

5.5 

2.2 

4.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（R4）
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男性（R4）

〃 （R元）

賛成 どちらかと言えば賛成 どちらかと言えば反対 反対 無回答又はわからない

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」に反対する

割合は、名古屋市で 51.1％、全国で 64.3％です。 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」に対する意見（名古屋市と全国）図表23
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図表２４ 女性が職業を持つことについての考え（名古屋市と全国） 

●名古屋市 

 

 

 

令和元年度 第 9回男女平等参画に関する基礎調査（名古屋市） 

●全国 

女性 

 
男性 

 
令和 4 年度 男女共同参画社会に関する世論調査（内閣府） 

 

1.4

0.3

0.8

1.9

3.1

2.7

5.3

5.6

4.2

6.1

6.2

6.6

47.6

40.0

31.1

26.1

30.5

37.7

45.6

52.1

9.5

8.5

7.2

4.8

3.8

4.7

3.7

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R元

H26

22

17

女性は職業を持たないほうがよい 結婚するまでは、職業を持つほうがよい

子どもができるまでは、職業を持つほうがよい 子どもができても、ずっと職業を持つほうがよい

子どもができたら職業をやめ、
大きくなったら再び職業を持つほうがよい
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無回答
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2.0

2.3

2.1

3.0

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R4

R元

H26

21

名古屋市では「子

どもができても、

ずっと職業を持

つほうがよい」と

考える人が男女

ともに近年大幅

に増加していま

す。 

女性 

男性 

女性が職業を持つことについての考え（名古屋市と全国）図表24
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図表２５ 審議会等への女性の登用状況の推移（名古屋市と全国） 

 

令和 6 年度 スポーツ市民局調べ（名古屋市） 

 

 

図表２６ 地域活動の委員における女性比率（名古屋市）  

 

令和 6 年度 スポーツ市民局調べ（名古屋市） 
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区政協力委員 学区委員長 民生委員・児童委員 単位協議会会長
保健環境委員 学区会長

（％）

（年度）

名古屋市審議

会の女性委員

の登用はここ

数年横ばい傾

向にあります。

民生委員・児童

委員、保健環境

委員の女性代表

比率は増加傾向

にあるものの、

区政協力委員は

横ばい傾向にな

っています。 

４４  目目標標３３  方方針針決決定定過過程程へへのの女女性性のの参参画画拡拡大大 ４　目標３　方針決定過程への女性の参画拡大

審議会等への女性の登用状況の推移（名古屋市と全国）図表25

地域活動の委員における女性比率（名古屋市）図表26
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図表２７ 市職員における管理職女性比率（名古屋市と政令市平均） 

 
令和 6 年度 総務局調べ（名古屋市） 

令和 5 年度 地方公共団体における男 
女共同参画社会の形成又 
は女性に関する施策の推 
進状況（内閣府）    

 

 

 

図表２８ 市職員における係長昇任選考受験比率（名古屋市） 

 

令和 6 年度 人事委員会事務局調べ 
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※教員・消防職を除く全職種 

（消防長は含む） 

令和5年度の女性の

係長昇任選考受験

率は 5.0％となり、

男女ともに減少傾

向となっています。

※教員・消防職を除く全職種 

名古屋市の管理職女

性割合は年々増加傾

向にありますが、全

職種・行政職ともに

政令市の平均を下回

っています。 

市職員における管理職女性比率（名古屋市と政令市平均）図表27

市職員における係長昇任選考受験比率（名古屋市）図表28
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図表２９ 教員における管理職女性比率（名古屋市と政令市平均） 

 

 

 

 

図表３０ 地方議会女性議員比率（名古屋市と都道府県・政令市平均） 
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選挙記録（名古屋市選挙管理委員会事務局） 
女性の政策・方針決定参画状況調べ（内閣府） 

令和5年の名古屋市議

会は、68 人のうち 19

人が女性です。 

※管理職は校長・教頭 

名古屋市の教員にお

ける管理職女性比率

は、小学校・中学校

ともに政令市平均を

下回っています。 

令和 5 年度 学校基本調査（文部科学省） 

 

教員における管理職女性比率（名古屋市と政令市平均）図表29

地方議会女性議員比率（名古屋市と都道府県・政令市平均）図表30
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図表３１ 男女別、年齢５歳階級別労働力率（名古屋市） 

 

令和 2 年 国勢調査 

 

図表３２ 性・年齢別、平均週就業時間（全国） 

 

令和 5 年 労働力調査年報（総務省統計局） 
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（時間）

（年齢）

女性 男性

女性の労働力率は、

出産・育児期にあた

る30代から40代に

低下する「Ｍ字型」

となっていますが、

Ｍ字の谷は徐々に

小さくなっていま

す。 

R2・女性 

５５  目目標標４４  雇雇用用等等ににおおけけるる女女性性のの活活躍躍ととワワーークク・・ラライイフフ・・ババララ

ンンススのの推推進進 

H27・女性 
R2・男性 

育児期にあたる 30 代から女性の平均就業時間は

減少しますが、男性は 30 代から 40 代にかけて 

ピークを迎えます。 

H27・男性 

５　目標４　雇用等における女性の活躍とワーク・ライフ・バランスの推進

男女別、年齢 5歳階級別労働力率（名古屋市）図表31

性・年齢別、平均週就業時間（全国）図表32
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図表３３ 男女間所定内給与格差の推移【男性の所定内給与＝100】（全国） 

 

令和 4 年賃金構造基本統計調査（厚生労働省） 

※ 「一般労働者」は、常用労働者のうち、「短時間労働者」に該当しない通常の所定労働時

間・日数の労働者をいう。 

※ 「短時間労働者」は、常用労働者のうち、一般の労働者より 1日の所定労働時間が短い

又は 1日の所定労働時間が同じでも 1 週の所定労働日数が少ない労働者をいう。 

※ 「正社員・正職員」とは、事業所で正社員、正職員とする者をいう。 

※ 所定内給与額の男女間格差は、男性の所定内給与額を 100 とした場合の女性の所定内給

与額を算出している。 

 

 

図表３４ 男女別非正規就業者割合の推移（名古屋市） 

 

令和 4 年就業構造基本調査 名古屋の就業構造（名古屋市） 
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男性一般労働者の給与

水準を 100としたとき、

女性一般労働者は 74.8

に留まっています。 

女性の半数以上は

パートやアルバイ

トなど非正規就労

者です。 

男女間所定内給与格差の推移【男性の所定内給与＝ 100】（全国）図表 33

男女別非正規就業者割合の推移（名古屋市）図表34
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図表３５ 仕事と生活の理想と現実（名古屋市） 

 

 

令和元年度 第 9 回男女平等参画に関する基礎調査（名古屋市） 

 

 

図表３６ ワーク・ライフ・バランスの希望と現実（全国） 

 

令和元年度 男女共同参画社会に関する世論調査（内閣府）  
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●理想 

●現実 

男女ともに約半数の

人が「仕事と生活ほ

ぼ半々」を理想と回

答していますが、 

現実には男性の

73.8％、女性の

44.8％の人が仕事に

偏っています。 

男女ともに、仕事や家

庭生活、地域・個人の

生活など複数の活動

の両立を希望する人

の割合が半数以上で

すが、現実には女性は

「家庭生活」を、男性

は「仕事」を優先して

いる人の割合が高く

なっています。 

仕事と生活の理想と現実（名古屋市）図表35

ワーク・ライフ・バランスの希望と現実（全国）図表36
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図表３７ 仕事と生活のバランスが希望通りになっている人の割合（名古屋市） 

 

令和 5年度 

 

令和 5 年度 市民アンケート（名古屋市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３８ 保育所等入所待機児童対策（名古屋市） 

 

 令和 6 年度 子ども青少年局調べ（名古屋市） 
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なっています。 
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外児童数を除いた待

機児童数は、11 年連

続 0人となっていま

す。 

仕事と生活のバランスが希望通りになっている人の割合（名古屋市）図表37

保育所等入所待機児童対策（名古屋市）図表38
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図表３９ １日のうちで仕事に要する時間（名古屋市） 

 
令和元年度 第 9回男女平等参画に関する基礎調査（名古屋市） 

 

 

図表４０ 男性の育児休業等取得率（名古屋市職員） 
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1.1 

0.0 

0.8 

0.5 

1.1 

9.6 

0.0 

1.1 

1.9 

0.7 

1.9 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(1874)

女性(1078)

男性(794)

18～29歳(94)

30歳代(143)

40歳代(236)

50歳代(208)

60歳代(188)

70歳代(209)

18～29歳(81)

30歳代(91)

40歳代(157)

50歳代(146)

60歳代(158)

70歳代(161)

なし ３時間未満 ３時間～５時間未満 ５時間～７時間未満

７時間～９時間未満 ９時間～１１時間未満 １１時間以上 回答なし

男

性

女

性

(1,078)

(794)

9.0 
15.9 

23.7 

32.9 

48.3 

59.3 

0

20

40

60

80

100

H30 R元 2 3 4 5

（％）

（年度）

男性職員の育児休

業等取得率は年々

増加しており、令和

5 年度は 59.3%にな

っています。 

※男性の育児休業等取得率については、次の①～③により、週休日を除き 20 日以上取得した場合

（連続である必要はない） 

「①育児休業、②産前 8 週・産後 8 週の間で職免等、③①及び②の組み合わせ」、教員を除く 

子育て期と思われ

る 30～40 歳代の

男性の 6割以上が

9 時間以上働いて

おり、男性の家事

や育児への参加が

進みにくい要因に

なっていることが

うかがえます。 

1 日のうちで仕事に要する時間（名古屋市）図表39

男性の育児休業等取得率（名古屋市職員）図表40
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図表４１ 男女別育児休業取得率（全国） 

 
※労働基準法上の産前産後休業や年次有給休暇、配偶者の出産に伴う休暇であって専ら 

配偶者の支援を目的とするものは、育児休業に含まない。 

令和 5 年度 雇用均等基本調査（厚生労働省） 

 

 

図表４２ 職場における育児休業制度について（名古屋市） 

 

●育児休業制度の有無 

 

●利用のしやすさ 

 

令和元年度 第 9回男女平等参画に関する基礎調査（名古屋市） 

86.6 

81.5 81.8 83.2 82.2 83.0 81.6 
85.1 

80.2 
84.1 

2.3 2.7 3.2 5.1 6.2 7.5 
12.7 14.0 

17.1 

30.1 

0

20

40

60

80

100

H26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

（％）

（年）

女性 男性

60.3

46.7

31.6

44.3

8.0

9.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R元

H26

ある なし 無回答

53.8

50.0

33.2

28.9

31.9

31.4

40.5

36.0

11.5

15.9

24.7

33.9

2.9

2.7

1.5

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R元：女性

H26：女性

R元：男性

H26：男性

利用しやすい どちらともいえない 利用しにくい 無回答

令和 5 年度の育児

休業の所得率は、女

性の 84.1％に対し

て、男性は 30.1％

と依然として差が

生じています。 

自分の職場に育児休業

制度があると回答した

人は、令和元年度には

大きく増加しました。 

女性の半数以上が育

児休業制度を「利用し

やすい」と回答してい

るのに対し、男性は

33.2％にとどまって

います。 

男女別育児休業取得率（全国）図表41

職場における育児休業制度について（名古屋市）図表42
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図表４３ 平日家事に要する時間（名古屋市） 

 

令和元年度 第 9回男女平等参画に関する基礎調査（名古屋市） 

 

図表４４ 夫婦の生活時間（全国） 

●夫が有業で妻も有業（共働き）の世帯 

 

●夫が有業で妻が無業の世帯 

 
令和 3 年 社会生活基本調査（総務省）  

15.2

6.8

11.3

21.5

33.3

12.0

5.9

1.8

25.3

11.5

12.1

7.3

4.0

20.5

20.1

14.4

18.1

9.3

14.2

11.5

12.8

17.1

15.8

8.0

8.0

10.0

15.7

16.3

1.4

2.9

5.1

7.5

10.3

0.3

1.1

12.3

17.6

26.0

1.0

0.6

6.3

4.0

5.5

7.8

10.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

女性-有職

女性-無職

男性-有職

男性-無職

なし 30分未満 30分～1時間未満

1時間～2時間未満 2時間～3時間未満 3時間～4時間未満

4時間～5時間未満 5時間以上 無回答

10:29

10:08

10:28

10:09

7:42

8:08

4:46

4:51

0:53

0:41

4:20

4:23

4:56

5:04

4:26

4:37

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R3：夫

H28：夫

R3：妻

H28：妻

1次活動（睡眠・食事等） 2次活動（仕事・通勤）

2次活動（家事・育児・介護等） 3次活動（自由時間等）

10:42

10:21

10:51

10:29

6:58

7:34

0:04

0:05

0:54

0:46

6:36

6:54

5:26

5:19

6:30

6:32

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R3：夫

H28：夫

R3：妻

H28：妻

平日の家事に要す

る時間は、有職女性

では「1～2 時間未

満」が 18.1％と最も

多い一方、有職男性

では「30 分未満」が

最も多く、1 時間未

満が約7割を占めて

います。 

夫の家事等の時間は

少なく、令和 3年度は

妻が 4 時間 20 分であ

るのに対し、夫は 53

分です。 

６６  目目標標５５  家家庭庭・・地地域域ににおおけけるる男男女女平平等等参参画画のの促促進進 ６　目標５　家庭・地域における男女平等参画の促進

平日家事に要する時間（名古屋市）図表43

夫婦の生活時間（全国）図表44

74



 

図表４５ 地域活動への参加経験（名古屋市） 

 
令和元年度 第 9回男女平等参画に関する基礎調査（名古屋市） 

 

38.5

5.8

5.5

50.2

7.4

3.4

18.0

16.9

28.0

1.9

0.7

52.3

9.7

6.4

57.1

10.3

3.3

21.4

19.2

19.9

1.7

0.5

19.6

0.4

4.3

41.1

3.4

3.4

13.5

13.9

38.9

2.3

1.1

0 10 20 30 40 50 60

PTAや子ども会

女性会などの地域女性団体

老人クラブや高齢者グループ

町内会・自治会

福祉・子育てボランティア

消費や環境などの市民活動

教養・趣味・スポーツサークル

地域における防災活動

参加したことがない

その他

無回答

全体

女性

男性

地域活動への参加は、全体として男性より女性の方が参加し

ている人の割合が高く、また、参加している人の多い活動は、

「町内会・自治会」次いで「ＰＴＡや子ども会」です。 

（％） 

地域活動への参加経験（名古屋市）図表45
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資　　料

・ 男女平等参画に関する取組みの年表
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47

Ⅲ　男女平等参画白書（令和６年度版）

１　社会全体の状況

２　目標１　性別にかかわる人権の尊重

３　目標２　男女平等参画推進のための意識変革

４　目標３　方針決定過程への女性の参画拡大

５　目標４　雇用等における女性の活躍と
　　　　　　ワーク・ライフ・バランスの推進

６　目標５　家庭・地域における男女平等参画の促進
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男女平等参画に関する年表
年 世界 日本 名古屋市

2011（平成23） ・「名古屋市男女平等参画基本計画 2015」策定
・ＤＶ被害者支援ニーズ調査の実施

2012（平成24）
・「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支

援基本計画（第 2 次）」策定
・男女施策の総合的な拠点施設に係る他都市調査

2013（平成25）
・配偶者暴力防止法改正（生

活の本拠を共にする交際相
手にも対象拡大）

2014（平成26）

・男女雇用機会均等法改正
・次世代育成支援対策推進法

改正 (10 年間の延長 )
・パートタイム労働法の改正

・男女平等参画推進センター ( つながれっと
NAGOYA) が女性会館に移転、共通愛称（イー
ブルなごや）として開館

・「名古屋市総合計画 2018」策定
・第８回男女平等参画基礎調査の実施
・男女平等参画に関する大学生の意識調査の実施
　（～平成 27 年。イコールなごや事業を兼ねる）

2015（平成27）
・「第 59 回国連婦人の

地 位 委 員 会 ( 北 京 ＋
20)」開催

・「女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律」
制定

・「第 4 次男女共同参画基本
計画」策定

・第 7 期名古屋市男女平等参画審議会「『次期男女
平等参画推進基本計画』（仮称）の策定に向けて」
答申

2016（平成28）

・育児・介護休業法及び男女
雇用機会均等法改正（妊娠・
出産・育児休業等に関する
ハラスメントの防止措置義
務化）

・「名古屋市まち・ひと・しごと創生総合戦略」
策定

・「名古屋市男女平等参画基本計画 2020」策定
・「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支

援基本計画（第 3 次）」策定
・イコールなごやを女性活躍推進法に定める 
「協議会」に位置づけ

・女性の活躍推進に係る企業アンケートの実施
・セクシュアル・マイノリティ調査の実施
　（市政アンケート）

2017（平成29）

・刑法等改正（性犯罪の厳罰
化等）

・育児・介護休業法改正（育
児休業期間の延長）

2018（平成30）
・「政治分野における男女共

同参画の推進に関する法
律」公布

・性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）
など性別にかかわる市民意識調査の実施
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年 世界 日本 名古屋市

2019（令和元）

・女性活躍推進法改正
（行動計画の策定義務の対象

拡大、情報公表の強化等）
・配偶者暴力防止法改正
（児童相談所との連携の明
確化等）

・「名古屋市総合計画 2023」策定
・第 9 回男女平等参画基礎調査の実施

2020（令和2） ・「第 5 次男女共同参画基本
計画」策定

・第 9 期名古屋市男女平等参画審議会「次期『男
女平等参画基本計画』の策定に向けて」答申

2021（令和3）

・「名古屋市男女平等参画基本計画 2025」策定
・「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支

援基本計画（第 4 次）」策定
・ウィズコロナにおける女性の生活・就労等実態

調査の実施

2022（令和4）
・「困難な問題を抱える女性

への支援に関する法律」制
定

・名古屋市ファミリーシップ制度の開始

2023（令和5）

・「性的指向及びジェンダー
アイデンティティの多様性
に関する国民の理解の増進
に関する法律」制定

・配偶者暴力防止法改正
（保護命令制度の拡充・保
護命令違反の厳罰化等）
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名古屋市男女平等参画基本計画 2025の推進状況（令和 5年度）

について皆さんのご意見を募集します。

名古屋市では、令和 3 年 3 月に「名古屋市男女平等参画基本計画 2025」を策定し、すべての市民が性
別にかかわりなく、いきいきと活躍することにより、安心して豊かに暮らせる社会の実現を目指して事
業に取り組んでいます。

このたび、男女平等参画推進なごや条例第 9 条の規定により、毎年度作成することとしている推進状
況報告書について取りまとめ、公表しますので、ぜひ皆さんのご意見をお寄せください。

・市民情報センター（市役所西庁舎 1 階）
・各区情報コーナー・支所
・市公式ウェブサイト（https://www.city.nagoya.jp）
　トップページ＞市政情報＞男女平等参画・人権・市民参加＞男女平等参画
　＞名古屋市男女平等参画基本計画 2025

郵送（消印有効）、ファックス、電子メール
※様式は自由です。

令和 7 年 2 月 28 日（金）まで

名古屋市スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進室（市役所本庁舎 5 階）
・住所　〒４６０－８５０８ 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号
・電話　０５２－９７２－２２３４
・ファックス　０５２－９７２－４２０６
・電子メール　a2233@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

推進状況の冊子の主な配布・閲覧場所

意見の提出方法

意見募集締切

意見の提出先・問い合わせ先
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「名古屋市男女平等参画基本計画 2025 推進状況報告書（令和 5年度事業実績）」
についての意見

き
　
り
　
と
　
り
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名古屋市男女平等参画基本計画２０２５
推進状況報告書

令和５年度事業実績
男女平等参画白書（令和６年度版）

令和７年１月

〒４６０－８５０８
名古屋市中区三の丸三丁目１番１号
名古屋市スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進室
電　　　話（０５２）９７２－２２３４
Ｆ　Ａ　Ｘ（０５２）９７２－４２０６
電子メール　a2233@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp



名古屋市男女平等参画基本計画 2025の推進状況（令和５年度） 

について皆さまのご意見を募集します。 

詳細は、本誌 81 ページをご覧ください。
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